
令和元年度 

長野県木材青壮年団体連合会 

 

第１回定例理事会 

 

 

 

 

 

 令和元年 6 月７日（金） 

上田市 ささや 

 





日時：令和元年6月7日（金）18：00～19：30

場所：上田市　ささや

１　開会の辞

２　会歌斉唱及び綱領唱和

３　出席者確認

４　会長挨拶

５　直前会長挨拶

６　資料確認及び字句訂正

７　連絡報告事項

（１）会議事業経過報告

（２）会団割会費及びＰＲ会費納入について

（３）ウッディレター配信料について

（４）日本木青連からの連絡事項について

（５）出向者活動報告

（６）正副会長・事務局連絡事項

８　議長指名

９　議事

（１）開会宣言

（２）議事録作成人指名

（３）定足数確認

（４）審議事項

第１号議案　平成30年度臨時理事会・

　　　　　　令和元年臨時理事予定者会議・定時総会議事録（案）承認の件

第２号議案　令和元年度ＰＲカレンダー斡旋事業（案）承認の件

第３号議案　第42回児童生徒木工工作コンクール開催（案）承認の件

第４号議案　信州山の日2019木工教室（案）承認の件

第５号議案　体験と学びの環境博（信州環境フェア2019）木工教室（案）承認の件

第６号議案　役員選考委員会設置（案）承認の件　

第７号議案　第２回定例理事会開催日（案）承認の件　

10　協議事項

（１）交流会について・OB会について

（２）PRカレンダー以外の商品販売について

11　会団事業・活動報告

12　監事講評

13　閉会の辞

司会

令和元年度　第１回定例理事会　次第

宮崎副会長
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[連絡報告事項]

3 月 15 日

3 月 22 日

4 月 13 日 東京

4 月 19 日 上田

4 月 24 日

5 月 17 日

5 月 17 日 佐久

5 月 25 日

5 月 31 日

5 月 31 日

5 月 31 日

6 月 7 日

江東区産業会館

長野県　木青連理事予定者会議 ささや

東信木青連総会 かいせん問屋ごう

長野

松本材青会総会

正副会長・事務局引き継ぎ会議

第60回県会員北信大会 長野

日本木青連第1回理事会

会議・事業経過報告

江東区産業会館日本木青連　第1回理事予定者会議 東京

長野 林業センター

長野県　木青連第１回定例理事会

北信木青連総会

令和元年度長野県木材産業政治連盟通常総会

第61回長野県木材協同組合連合会通常総会

令和元年度長野県木材協同組合連合会表彰式

長野

長野

長野

上田

ホテル信濃路

ホテル信濃路

ホテル信濃路

ささや

ホテル国際２１

ホテルモンタニュ松本

メトロポリタン

1
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令和元年 6 月７日 

 

会団長・個人会員 各位 

 

長野県木材青壮年団体連合会 

財務担当副会長  田村 紘一 

会団割会費・ＰＲ会費・ウッディレター配信料についてのお願い 

 総会でご決定頂きました通り、令和元年度の会費等を下記の通り納入頂きますようお願い申し上げます。 

 
記 

 
１．納入金額 

会員割会費 ＰＲ会費 ｳｯﾃﾞｨﾚﾀｰ配信料

@10,400 @30,000 @2,600

9 名 93,600 270,000 23,400 387,000

上小支部 4 名 41,600 120,000 10,400 172,000

7 名 72,800 210,000 18,200 301,000

特別会員 1 名 10,400 30,000 0 40,400

11 名 114,400 330,000 28,600 473,000

1 名 10,400 30,000 0 40,400

会団名 会員数 合計(円)

個人会員

松本材青会

北信木青連

東信木青連

佐久支部

２．納入期限  ６月２８日（金） 

 

３．振込先  八十二銀行 本店営業部 

   店番号 ２１０ 口座番号 １１５５７８７ 

   口座名義 長野県木材青壮年団体連合会 

 

４．会団ＰＲ事業費の拠出について 

   令和２年１月末をめどに各会団にＰＲ事業報告を提出していただき、支払いを行う予定。 

   尚、入出金の期日の関係上、ＰＲ会費とＰＲ事業費の相殺はできません。 

 

５．その他 

   領収書発行のご希望は田村紘一副会長までお申し出下さい。
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令和元年度ＰＲ事業報告書 

 

 

会 団 名               

 

 

１．事 業 名 

     

 

２．日  時 

     

     

 

３．場  所 

     

 

４．参加者数（来場者数） 

    子供     人 

    大人     人 

 

５．木青連出席者氏名 

     

 

６．内容・題材 

     

     

     

     

     

 

７．添付資料 

  ・写真添付 

  （jpgデータで送ってください。※１枚１枚のデータに、イベント名を記載してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の事業を行う場合は本紙をコピーの上、１事業１枚の報告書を提出して下さい。 

  （提出期限：令和 2年 1月末日まで） 
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８．収支精算書 

   収入の部 

科    目 金   額 摘   要 
   

合   計   

 

 

   支出の部 

科   目 金   額 摘   要 
   

合   計   

    （教材費・材料費、会場費、パンフレット代、テキスト代、道具代、 

     弁当代、雑費、などの項目別に記入して下さい） 

 

※県の補助事業の対象となりますので、領収書については宛先を長野県木青連としてくださ

い。 

 また、但し書きと日付も必ず入れてください。 

 

 

 

 

 

 

口 座 

金融機関  口座番号  

口座名義人  普通・当座  

 

 

提出期限  令和２年１月末日（必着） 
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【領収書のコピー添付欄】 
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令和元年度ＰＲ事業報告書 

 
 
会 団 名   長野県木青連      
 
 
１．事 業 名 
   信州山の日イベント[木工教室] 
 
２．日  時 
    令和○年 7月○日（日） 
    9:30～16:30    
 
３．場  所 
    ○○市 ○○高原 
 
４．参加者数（来場者数） 
    子供   １００人 
    大人   ９０人 
 
５．木青連出席者氏名 
    長野 太郎（終日） 
    信州 一郎（終日） 
    松本 太郎（午前） 
    上田 一郎（午前） 
 
６．内容・題材 
    木工教室を開催。 
    ・ミニ椅子づくり（イスキット） １００セット 
        ≪講師内容≫ 

① イスの作り方（５分）木青連 
② イス作り開始 （４５分）※木青連は、参加者のイスづくりをサポート 

 
７．添付資料 
  ・写真添付 
  （jpgデータで送ってください。※１枚１枚のデータに、イベント名を記載してください。） 

      

    式典風景           木工教室      木工教室（イスづくり） 

      

 木工教室（イスづくり）    木工教室（イスづくり）    木工教室（イスづくり） 

 

複数の事業を行う場合は本紙をコピーの上、１事業１枚の報告書を提出して下さい。 

  （提出期限：令和２年 1月末日まで） 
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８．収支精算書 

   収入の部 

科    目 金   額 摘   要 
ＰＲ事業費 115,576円   

合   計 115,576円   

 

 

   支出の部 

科   目 金   額 摘   要 
材料費 

加工費 

搬入費 

備品、雑費 など 

印刷費 

81,000円  

16,200円  

5,000円  

11,000円  

2,376円 

県産材（杉）イス材料 810円×100 ｾｯﾄ 

イス材料加工 162円×100 ｾｯﾄ 

運搬費（搬入・搬出） 
受付簿、整理券、会員紹介・木青連 PR ﾁﾗｼ印刷等 

受付簿、整理券等印刷 

合   計 115,576円  (税込) 

    （教材費・材料費、会場費、パンフレット代、テキスト代、道具代、 

     弁当代、雑費、などの項目別に記入して下さい） 

 

※県の補助事業の対象となりますので、領収書については宛先を長野県木青連としてくださ

い。 

 また、但し書きと日付も必ず入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口 座 

金融機関 八十二銀行  ○○支店 口座番号 №000000000 

口座名義人 長野県木青連 普通・当座 普通 

 

 

提出期限  令和２年１月末日（必着） 
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【領収書のコピー添付欄】 

 

 

領 収 書 
 
 

￥                円 
但し、･･･････････････････････ 

 
   令和  年  月  日 
                         ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
                         ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
 
 

領 収 書 
 
 

￥                円 
但し、･･･････････････････････ 

 
   令和  年  月  日 
                         ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
                         ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
 
 

領 収 書 
 
 

￥                円 
但し、･･･････････････････････ 

 
   令和  年  月  日 
                         ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
                         ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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長野県木材青壮年団体連合会 
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関 係 各 位  様 

 

 

令和元年度 

木材ＰＲ趣意書 
 

 

 昨今地球規模ですすむ環境破壊が問題となり、世界各地で異常気象といわれる現象が多く発生し、その原因の

ひとつとして地球規模ですすむＣＯ2 の増加による温暖化現象が挙げられています。 

 そのような背景のなか、森林によるＣＯ2 の吸収と木材の有効活用によるＣＯ2 の蓄積により地球温暖化を防

ぐことが真剣に考えられています。地球上で唯一再生可能な生物資源である木材の活用が見直され、「木を大切

に育てる時代」から「木を使う時代」へと移りつつあり、多くの人たちが木の有効活用に興味をもつようになっ

てきているようです。 

 そこで本年、我々長野県木青連は地球環境という視点からも木の有効利用の大切さを「木づかいの心」として

子供から大人までおおくの方々にＰＲ活動を通し伝えていきたいと思います。未だに、「木の利用」＝「木の伐

採」＝「環境破壊」という図式を信じている人たちが多いことも事実です。正しい考え方を正しく伝え、「木づ

かいの心」を多くの方に発信し、地球環境の保全と木材の有効利用をＰＲしていきたいと思います。 

 木材業界に携わる全ての方々とともに、業界の次世代を担う若者として会員一同、不屈の精神と英知を結集し

て、木材ＰＲに努めたいと思います。何卒、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【スローガン】 

「 以 和 為 貴 」 

 

【基本方針】 

１ 新しい時代、どうシフトしていけばいいか？皆で一緒に考えていこう 

２ さまざまな『和=ハーモニー』を大切にしていこう

- 11 -



令和元年度 

木材ＰＲ事業計画 
 

 

 私たち長野県木青連は、森林の育成から木材の生産・加工・流通までに携わる立場から、森林資源と木材関連

製品の役割が幅広く理解される機会をつくり、木材の重要拡大を図るため、本年度は下記の項目を重点に関係各

位の絶大なるご協力、ご指導を得ながら実施してまいる所存ですので、何卒この趣旨にご賛同いただき、特段の

ご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

 

 

  １．「長野県木育推進事業」長野県児童・生徒木工工作コンクールの開催 

  ２．木工教室、森林林業教室の開催 

  ３．１０月８日「木の日」ＰＲ活動の実施 

  ４．ＰＲカレンダーの斡旋 

  ５．木青連だより等の発行 

  ６．ＷＥＢやＳＮＳを活用した会員内交流と情報発信 

  ７．各団体、会員、関係諸団体との交流 

  ８．組織内外にコミュニケーションを深め、ネットワークを広げる 

  ９．木青連ＯＢとの交流会の開催 

 

 

 

   令和元年５月 

長野県木材青壮年団体連合会 

令和元年度   会  長           田 中 博 文 

ＰＲ活動担当副会長      大 藏 俊 介 

木工工作コンクール担当副会長      宮 崎 淳 貴 

総務・財務担当副会長     田 村 紘 一 
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平成３０年度 

木材ＰＲ事業報告 
平成３１年３月３１日 

１． 収支決算書 

  【収入の部】 

項  目 金  額 

ＰＲ事業協賛金 

長野県補助事業 

ＰＲカレンダー斡旋手数料 

その他事業収入 

1,110,000 円    

1,050,000 円    

166,200 円    

448,686 円    

合  計 2,774,886 円    

 

【支出の部】 

項  目 金  額 

長野県木工工作コンクール事業費 

会団ＰＲ事業費 

県ＰＲ事業費 

1,291,127 円    

216,000 円    

992,936 円    

事業運営費 274,823 円    

合  計 2,774,886 円    

 

２．事業報告 

  （１）長野県児童・生徒木工工作コンクールの開催 

  （２）親子木工教室等の開催 

  （３）森林教室等の開催 

  （４）１０月８日「木の日」ＰＲ活動の実施 

  （５）信州山の日、環境フェア、信州バザール、長野市立博物館祭りへの参加 

  （６）木材活用コンクールによる木の新たな需要の開拓 

  （７）木青連の森ラブグリーン事業「タイムカプセル思い出返却式」の開催 

  （８）ＰＲカレンダー等の斡旋 

  （９）木青連だよりの発行・配布 

  （10）ＷＥＢやＳＮＳを活用した会員内交流と情報発信 

  （11）県木連との合同で県議会農政林務委員会との懇談会への参加 

  （12）関係行政機関及び諸団体との連携強化 

 

 平成３０年度は以上の事業を行ったことをご報告申し上げます。 

長野県木材青壮年団体連合会 

平成３０年度  会  長           澁 澤 一 吉 

ＰＲ活動担当副会長      田 中 博 文 

木工工作コンクール担当副会長      降 幡   聡 

総務・財務担当副会長     土 倉 宜 也 
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 日本木材青壮年団体連合会 

平成３１年４月吉日 

日本木青連会員 各位 

日本木材青壮年団体連合会     

平成３１（令和元）年度 会長  亀山 武弘 

  広報担当副会長  柴 田 君 也  

広 報 委 員 長 伊藤 将友 

 

 

「ウッディレター」広告協賛のお願い 
 

平素は当会の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

日本木青連は平成３１（令和元）年度スローガン 

「Ｇｏａｌ ｔｏ Ｗｏｏｄ Ｓｏｃｉｅｔｙ」 

～ 持続可能な『木とともにある社会』の実現に向かって～ 

を掲げ、「木を大切にし、利用する循環型、持続可能な社会」をキーワードに、各委

員会が、国連で採択されているＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に取り組みながら、

これまで以上の活発な活動を進めております。 

その中で、日本木青連の活動を広く伝えるツールとしての代表格が、今回公告協賛

をお願いいたします広報誌「ウッディレター」となります。 

内容としては、日本木青連の方針や活動内容、各地区での取り組みや景況調査の結果

報告など、豊富な情報量と多岐にわたる記事により、木青連活動のみならず、業界の

最新トレンドを知るための貴重な情報源となっております。また、このウッディレタ

ーをＰＤＦ形式にてネット配信することにより、日本木青連メンバーのみならず、Ｏ

Ｂ企業や各県の関連業界団体、県市町村などにも広域に情報発信をしてまいりたいと

考えております。 

つきましては、皆様の会社や活動のＰＲとしまして、ウッディレターへ広告の掲載

をご検討いただきますようよろしくお願いいたします。 

記 

◎広告協賛費用について 

広告掲載

回数 

広告掲載サイズ 

通年広告 

(年 6 回発行予定) 

スポット広告 

(1 回のみ) 

A4 1/2 ページ ３６０，０００円 １０８，０００円 

A4 1/4 ページ ２００，０００円 ６０，０００円 

A4 1/8 ページ １２０，０００円 ３６，０００円 

 

◎お問合せ先：日本木青連事務局 TEL：03-5620-4806 

日本木青連広報誌 
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別紙申込用紙 
年  月  日 

日 本 木 青 連 事 務 局 行 
FAX 03-5620-4809   E-mail  info@mokusei.net 

 

日本木青連広報誌「ウッディレター」   広告協賛 申込書 

会社名・団体名  

ご担当者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

 

部署名  

連絡先住所 
〒 

電話番号  ＦＡＸ番号  

E-mail  

希望する広告の 

スペースの 

□に「レ」を 

ご記入下さい。 

 

□ A4 １／２ページ 料金：360,000 円／6 回 

□ A4 １／４ページ 料金：200,000 円／6 回 

□ A4 １／８ページ 料金：120,000 円／6 回 

□ A4 １／２ページ 料金：108,000 円／1 回 

□ A4 １／４ページ 料金： 60,000 円／1 回 

□ A4 １／８ページ 料金： 36,000 円／1 回 

※各号掲載をご希

望の場合、ご希望

する広告の号の 

□に「レ」を 

ご記入下さい。 

ウッディレター発行予定 お申込受付〆切り日 

□ ウッディレター第１号 

令和元年 ５ 月上旬発行予定 
平成 31 年 4 月 20 日 

□ ウッディレター第２号 

令和元年 ７ 月中旬発行予定 
令和元年 6 月 29 日 

□ ウッディレター第３号 

令和元年 ９ 月中旬発行予定 
令和元年 8 月 30 日 

□ ウッディレター第４号 

令和元年１１月中旬発行予定 
令和元年 10 月 30 日 

□ ウッディレター第５号  

令和２年 １月中旬発行予定 
令和元年 12 月 30 日 

□ ウッディレター第６号  

令和２年 ３月中旬発行予定 
令和２年 2 月 30 日 

※広告の原稿はできる限りデータで上記アドレスに E-mail にて送ってください。 

なお、ご送付して頂くデータ形式は Illustrator8.0 対応形式にてご提出頂けるよう、ご理解、 

ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

※データ形式等ご不明な点については、事務局までお問い合わせください。 
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日本木材青壮年団体連合会

平成３１年３月吉日 

日本木青連会員 各位 

日本木材青壮年団体連合会     

平成３１年度 会長  亀山武弘 

  広報担当副会長  柴田君也 

  広 報 委 員 長  伊藤将友 

ホームページバナー広告のご案内 

平素は当会の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、平成３１年度の当会ホームページのバナー広告を下記の通り募集いたします。 

会員向け HP『木青ＮＥＴ会員ページ<mokusei.net>』の充実はもとより、一般向け

HP『木青ＮＥＴ(一般ページ)<mokuseiren.jp>』をより充実させ、「木とともにある社

会」の発信源として多くの皆様に利用しやすい HP としていくところであります。 

また、『木青ＮＥＴ一般ページ』のトップ画面は、『木青ＮＥＴ会員ページ』の入口

として多くの本会会員が目にするページでもあります。 

日頃、日本木青連の仲間と活動を共にしていても、意外にお互いの会社や取扱商品

など知らないことも多く、折角の機会を見逃しているかもしれません。今回のご案内

がその機会創出の一助になればと願っております。 

このホームページをご利用いただき、皆様の会社や活動のＰＲにご活用いただきま

すよう、是非ともバナー広告の掲載をご検討お願い申し上げます。 

記 

■バナー広告料金 ：３０，０００円（１年間） 

■バナー広告掲載期間 ：6月 1日から一年間 

■バナーサイズ ：天地８０×左右１２０ピクセル（１６Ｋｂ未満のＧＩＦ形式） 

■掲載場所 ：日本木青連公式ホームページ－木青ＮＥＴ トップページ 

       （http://www.mokuseiren.jp） 
※尚、当会にてバナー作成もお受け致します。その場合には自社のＰＲしたい内容と共に 

資料（社名ロゴ、企業イメージ写真等）をそえてお気軽にお申し込み下さい。 

■申込期限：平成 31 年 5 月 30 日入金確認まで

■掲載料金振込先 ：三菱東京ＵＦＪ銀行 深川支店 

普通預金 ０９２２１２３ 口座名義 ニホンモクセイレン 

※申込み時に合わせてご入金ください。尚、振込手数料はご負担願います。 

別紙バナー広告申込書に必要事項を記載の上、事務局までＦＡＸまたはメール 

にてお申し込みください。                  以  上 

木青ＮＥＴ一般ページ(mokuseiren.jp)
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日本木材青壮年団体連合会バナー広告入稿仕様及び申込書 

■広告サイズ  

下記のサイズを厳守して下さい。指定サイズと異なる場合、 

ご入稿いただけない事がありますのでしっかりとご確認下さい。 

天地 80×左右 120 ピクセル  

■データ容量 制作例 

16KB 未満  

■ファイル形式  

GIF 形式（GIF アニメーション可、ファイル名、拡張子はすべて小文字に統一して下さい） 

■アニメーション設定 

可能（ループ回数の制限はありません）  

■リンク先 URL  

広告原稿と一緒に、テキストファイルで、ご入稿下さい。 

（URL がないとリンクが貼れませんので、掲載が不可能になります）   

■入稿形式  

E メールまたはメディア（CD、MO、FD）による入稿となります。  

E メールアドレス：info@mokusei.net 

■入稿時規定  

バナー・タイトルの中で広告主の社名が明記されていることが必要です。なお、広告内容

について問題が生じました節は広告主の責任において処理をお願いいたします。 

■入稿期限  

掲載開始日の 7 日前まで。期限までにご入稿いただけない場合、掲載開始日が遅くなる事

があります。  

尚、自社にてバナー作成をおこなえない企業様は当会にて作成をお受け致します。 

その場合には自社のＰＲしたい内容と共に資料（社名ロゴ、企業イメージ写真等）をそえて 

お気軽にお申し込み下さい。 

申込年月日   ：西暦     年   月   日 

申込種類 ： 継続 ・ 新規 ・ 継続(画像変更)          

バナー作成 ： 有り ・ 無し（必ず下記「ＰＲ詳細」をご記入下さい） 

社名  ：                                

御担当者 ：                             

ご連絡先 ： TEL        FAX        

リンク先 URL ：                                

ＰＲ詳細 ：           

日本木材青壮年団体連合会 事務局 御中 

〒135-0041 東京都江東区冬木 6-14 飯沼ビル 102 

URL：http://www.mokuseiren.jp/ 

e-mail：info@mokusei.net 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 1. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 
 
1.1 2030 年までに、現在 1 日 1.25 ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 

1.2 2030 年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる。 

1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成

する。 

1.4 2030 年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財

産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資

源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 

1.5 2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他

の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 

1.a あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切か

つ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 

1.b 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づ

いた適正な政策的枠組みを構築する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 2. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 
 
2.1 2030 年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料

を十分得られるようにする。 

2.2 5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを 2025年までに達成するなど、2030 年までにあ

らゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 

2.3 2030 年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実か

つ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産

性及び所得を倍増させる。 

2.4 2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災

害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭（レ

ジリエント）な農業を実践する。 

2.5 2020 年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・

家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な

知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 

2.a 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・

普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。 

2.b ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助金及び同等の効果を持つすべての輸出措置の並行的撤廃などを

通じて、世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。 

2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備

蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 
 
3.1 2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70人未満に削減する。 

3.2 すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生 1,000件中 12 件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 25 件以

下まで減らすことを目指し、2030 年までに、新生児及び 5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 

3.3 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他

の感染症に対処する。 

3.4 2030 年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の 1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 

3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 

3.6 2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 

3.7 2030 年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サ

ービスをすべての人々が利用できるようにする。 

3.8 すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な

必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。 

3.9 2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 

3.a すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 

3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関

連の側面に関する協定（TRIPS 協定）及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提

供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関

する協定（TRIPS 協定）」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 

3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に

拡大させる。 

3.d すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化

する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 4. すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 
 
4.1 2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び

中等教育を修了できるようにする。 

4.2 2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等

教育を受ける準備が整うようにする。 

4.3 2030 年までに、すべての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセ

スを得られるようにする。 

4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割

合を大幅に増加させる。 

4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベ

ルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 

4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数（男女ともに）の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 

4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、

グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な

開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を

提供できるようにする。 

4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通

信技術（ICT）、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大

幅に増加させる。 

4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員研修のための国際協力などを通じて、質の高

い教員の数を大幅に増加させる。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 5. ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 
 
5.1 あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 

5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除

する。 

5.3 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。 

5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報

酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 

5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を

確保する。 

5.6 国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱領、ならびにこれらの検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康

及び権利への普遍的アクセスを確保する。 

5.a 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、オーナーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相

続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する。 

5.b 女性の能力強化促進のため、ICT をはじめとする実現技術の活用を強化する。 

5.c ジェンダー平等の促進、ならびにすべての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規

を導入・強化する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 6. すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 
 
6.1 2030 年までに、すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。 

6.2 2030 年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女

児、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う。 

6.3 2030 年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再

利用の世界的規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。 

6.4 2030 年までに、全セクターにおいて水利用の効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとと

もに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる。 

6.5 2030 年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。 

6.6 2020 年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する生態系の保護・回復を行う。 

6.a 2030 年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用技術を含む開発途上国における水と衛生分野

での活動と計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。 

6.b 水と衛生の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 7. すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 
 
7.1 2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。 

7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 

7.3 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

7.a 2030 年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研

究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進

する。 

7.b 2030 年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、内陸開発途上国のすべて

の人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディ

ーセント・ワーク）を促進する 

8.1 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。 

8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベ

ルの経済生産性を達成する。 

8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへ

のアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 

8.4 2030 年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10 年計

画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 

8.5 2030 年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならび

に同一労働同一賃金を達成する。 

8.6 2020 年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。 

8.7 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲

滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 

8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環

境を促進する。 

8.9 2030 年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。 

8.10 国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 

8.a 後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク（EIF）などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開

発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。 

8.b 2020 年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関（ILO）の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 9. 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る 

9.1 すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高

い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

9.2 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030 年までに各国の状況に応じて雇用及び GDP に占める産業セクターの割合を大幅に増加

させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。 

9.3 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統

合へのアクセスを拡大する。 

9.4 2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産

業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 

9.5 2030 年までにイノベーションを促進させることや 100 万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出

を拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 

9.a アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発

途上国における持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラ開発を促進する。 

9.b 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及び

イノベーションを支援する。 

9.c 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020 年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセス

を提供できるよう図る。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 10. 各国内及び各国間の不平等を是正する 
 
10.1 2030 年までに、各国の所得下位 40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 

10.2 2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能

力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 

10.3 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平

等を是正する。 

10.4 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 

10.5 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 

10.6 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があ

り、説明責任のある正当な制度を実現する。 

10.7 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 

10.a 世界貿易機関（WTO）協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 

10.b 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニ

ーズが最も大きい国々への、政府開発援助（ODA）及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 

10.c 2030 年までに、移住労働者による送金コストを 3%未満に引き下げ、コストが 5%を越える送金経路を撤廃する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 11. 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 
 
11.1 2030 年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 

11.2 2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じ

た交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供す

る。 

11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力

を強化する。 

11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 

11.5 2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅

に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 

11.6 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環

境上の悪影響を軽減する。 

11.7 2030 年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的ア

クセスを提供する。 

11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支

援する。 

11.b 2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導

入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害

リスク管理の策定と実施を行う。 

11.c 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱（レジリエント）な建造

物の整備を支援する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する 
 
12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組み（10YFP）を実施し、先進国主導の下、

すべての国々が対策を講じる。 

12.2 2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 

12.3 2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェー

ンにおける食品ロスを減少させる。 

12.4 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を

実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 

12.5 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 

12. 6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨

励する。 

12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 

12.8 2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つよう

にする。 

12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 

12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・

導入する。 

12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、

税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場

のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる* 
＊国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が、気候変動への世界的対応について交渉を行う基本的な国際的、政府間対話の場であると認識している。 

13.1 すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適応の能力を強化する。 

13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 

13.a 重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020 年までにあらゆる供給源

から年間 1,000 億ドルを共同で動員するという、UNFCCC の先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速

やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。 

13.b 後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含

め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 
 

14.1 2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 

14.2 2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性（レジリエンス）の強化などによる持続的な

管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 

14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。 

14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させる

ため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制（IUU）漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学

的な管理計画を実施する。 

14.5 2020 年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の 10パーセントを保

全する。 

14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関（WTO）漁業補助金交渉の不可分

の要素であるべきことを認識した上で、2020 年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・

無規制（IUU）漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 

＊＊ 現在進行中の世界貿易機関（WTO）交渉および WTO ドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 

14.7 2030 年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的

な利用による経済的便益を増大させる。 

14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のた

めに、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の

向上、及び海洋技術の移転を行う。 

14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 

14.c 「我々の求める未来」のパラ158 において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを

規定する海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持

続可能な利用を強化する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣

化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

15.1 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそ

れらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。 

15.2 2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新

規植林及び再植林を大幅に増加させる。 

15.3 2030 年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷

担しない世界の達成に尽力する。 

15.4 2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を

確実に行う。 

15.5 自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意

味のある対策を講じる。 

15.6 国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推

進する。 

15.7 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と

供給の両面に対処する。 

15.8 2020 年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を

導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。 

15.9 2020 年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。 

15.a 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。 

15.b 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資

金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。 

15.c 持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に

対する世界的な支援を強化する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレ

ベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

16.1 あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。 

16.2 子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。 

16.3 国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、すべての人々に司法への平等なアクセスを提供する。 

16.4 2030 年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を

根絶する。 

16.5 あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。 

16.6 あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。 

16.7 あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。 

16.8 グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。 

16.9 2030 年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。 

16.10 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。 

16.a 特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベルでの能力構築のため、国際協力などを通

じて関連国家機関を強化する。 

16.b 持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
目標 17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
 
資金 

17.1 課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。 

17.2 先進国は、開発途上国に対する ODA を GNI 比 0.7%に、後発開発途上国に対する ODA を GNI比 0.15〜0.20%にするという目標を達成

するとの多くの国によるコミットメントを含むODAに係るコミットメントを完全に実施する。ODA供与国が、少なくともGNI比 0.20%

の ODA を後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。 

17.3 複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。 

17.4 必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調的な政策により、開発途上国の長期的な債務の

持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国（HIPC）の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。 

17.5 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。 

技術 

17.6 科学技術イノベーション（STI）及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協力及び地域的・国際的な三角協力を向上させる。

また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意し

た条件において知識共有を進める。 

17.7 開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡

散を促進する。 

17.8 2017 年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技

術（ICT）をはじめとする実現技術の利用を強化する。 

能力構築 

17.9 すべての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南協力及び三角協力などを通じて、開発途

上国における効果的かつ的をしぼった能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。 

貿易 

17.10 ドーハ・ラウンド（DDA）交渉の結果を含めた WTOの下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促

進する。 
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SDGs17 の目標と 169 のターゲット一覧 

 
17.11 開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に2020 年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。 

17.12 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにす

ることを含む世界貿易機関（WTO）の決定に矛盾しない形で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセス

を適時実施する。 

体制面 政策・制度的整合性 

17.13 政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。 

17.14 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。 

17.15 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。 

マルチステークホルダー・パートナーシップ 

17.16 すべての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有す

るマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強

化する。 

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

データ、モニタリング、説明責任 

17.18 2020 年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、

民族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型デー

タの入手可能性を向上させる。 

17.19 2030 年までに、持続可能な開発の進捗状況を測る GDP 以外の尺度を開発する既存の以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進さ

せ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。 
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辻井 大（京都）

長谷川泰治（東京）
安藤 宏樹（岐阜） 柴田 英明（愛知）
東野 壮也（大阪） 谷奥 康太（滋賀）

田中　陽裕（岡山）
山口 哲平（熊本）

三瓶 隆道（福島） 伊藤 太地（青森）

久々山大樹（大阪）
砂田雄太郎（愛媛）新宅 隆史（兵庫）

小野木幸雄（東京）

山口 忠弘（奈良）

熊谷　敏（北海道）

高橋　巧己（美作）

宮田　昌幸（神奈川）

阿南 誠治（大分）

清水 文孝（大阪）

丹治　有貴（北海道）

栗林　大佑（神奈川）

印出 晃（長野）

味元　雄也（高知）

吉田　勝利（北海道）
山﨑 和昭（福島）

井森 貴久（岐阜）

委　員

三谷 昌弘（石川） 山口 大吾（福井）
伊藤　仁司（茨城） 田野巧一郎（東京）
柳瀬 幸広（岐阜）

夏目 航志（愛知）藤本 純司（大阪）

高島正太郎（長崎）

松本 直樹（奈良）

福島 徹（大阪） 古賀 隆司（佐賀）

委　員 委　員 委　員

田之頭隆文（鹿児島）

松田 圭祐（北海道）

水口 豪士（福井）
吉田　明彦（埼玉） 市之瀬嘉樹（東京）

青木健太郎（東京）
森本 司（奈良）

柿下 孝司（岐阜）

佐藤　航平（福山）

奥 重貴（和歌山）

竹内　一孝（東京）
長谷川泰治（東京）
野村　洋一（静岡）小河 勇貴（大分）

北嶋　浩一（岐阜）

露口　士夫（愛媛）

田口　房国（岐阜）

米山　雄大（東京）
吉本 啓介（兵庫）
赤塚 弘和（京都）

石邑　晴貴（神奈川） 筒井 寛（宮城）

小笠原大輔（秋田）

濱田 亨（石川）
阿部 高志（岩手）

市川　大介（東京）桑原 直樹（岐阜）
庄司健太郎（東京）

尾山 晴繁（三重） 木村 良将（宮城）
瓦野 光貴（大阪） 高林 大輔（福島）
服部 真俊（兵庫） 友松 功（愛知）

朝信　武士（広島）
三瀬 宏土（福岡）

吉野　文男（千葉）

小山 幹大（沖縄）

斉藤 優也（宮城）古谷 隆明（石川）

加藤　浩一（広島）

藤元 良吉

吉田　良平（北海道） 盛 隆吾（青森）

松田 卓也（山形）

副委員長
駒井 範史（青森） 岩田　圭介（東京）
野邑 真路（岩手）
佐川 浩章（福島）

市之瀬嘉樹（東京）

平川 秀典（福岡）

副委員長

委　員

副委員長
滝澤　貴弘（北海道）

尾崎 将紀（長崎）

佐々木貴規（福山）
江口　祐司（福山）
近藤　勇（福山）

鍬本 篤史(熊本)

長田　一平
事務連絡

岩井　祐介
-

九州地区
地区担当常任理事

関東地区
地区担当常任理事

中四国地区
地区担当常任理事

森下　直樹
鈴木　諭

小山 幹太
宮崎 俊輔

佐藤　哲嗣（福岡）

会団長理事
山口 和大
福田 健一

高島正太郎
杉山太一郎
坂田陽之助

浅沼　直人
安廣　重利

北海道地区
地区担当常任理事

松原　輝和（北海道）

会団長理事
鈴木 雄一郎

東北地区
地区担当常任理事
藤島　新(秋田)

会団長理事
盛 隆吾

小笠原大輔
阿部 高志
松田 卓也
峯岸 宏典
初瀬 雅洋

北信越地区
地区担当常任理事

中澤　勝成（長野)

会団長理事

石川 俊英

-

-

田中 博文
折高 行弘

金井 忠義

東海地区
地区担当常任理事

黄瀬栄一郎(三重)

会団長理事
梅谷 雄高
高瀬 秀樹
野地 良成

近畿地区
地区担当常任理事

朝間　健至(和歌山)

会団長理事

谷奥 康太
浅岡 寛之
有馬 克征
宮本 哲治
野中 亮伸
古西 和紀

丸 充彦

中村　広貴(神奈川)

会団長理事
川﨑　穂積
半田　克人
和田　保

-
大倉　康弘
尾崎　徳七

萩原　康博(福山)

会団長理事
-

木村憲太郎
樋口　正樹
野﨑健太郎
松浦　啓文
山本　浩生
田丸　昌平

徳毛　洋二（福山）
坂本　一（高知）

田中 一崇（熊本）

周藤　憲治（出雲）
三宅　眞也（出雲）

圓佛 英之（福岡）

藤井　貴規（愛媛） 田原真一郎（広島）
宮本 哲治（和歌山）

吉田　伸（広西）
富永洋一郎（広島）

日本木青連木づかいCO２固定量勝手に認証部会

部会長

鈴木興太郎（愛知）

小渡 祐史(沖縄)
小川  隆（宮崎）

宮崎 俊輔（鹿児島）
赤松　宏樹（美作）

大之木伸行（呉）

小林　秀亮（広島）

中塚　修平（岡山）
寺見　良太（岡山） 廣瀬　亮司（美作）

高篠　孝介（北海道）
上田 康弘（岩手）
初瀬 雅洋（福島）

田中 由虎（大阪）
福田 健一（佐賀）

松田 卓也（山形）
初瀬 雅洋（福島）

川邊　岳大（岩手）
佐藤 吉紀（山形） 米澤 秀明（宮城）

- 66 -

- 37 -



平成31年4月13日

年 会議名称

平成30 10/20 土 第１回　執行部会議 宮城県仙台市 定禅寺ヒルズ

11/10 土 第1回　常任理事予定者会議 宮城県仙台市 定禅寺ヒルズ

12/15 土 第2回　執行部会 宮城県仙台市 共立第2ビル

平成31 1/19 土 第2回　常任理事予定者会議 東京都 江東区産業会館

2/2 土 第3回　執行部会 宮城県仙台市 戦災復興記念館

3/15 金 第3回　常任理事予定者会議　＆　第1回　理事予定者会議 東京都 江東区産業会館

4/12 金 新任挨拶回り 東京都 議員会館他

4/13 土 第1回　常任理事会　＆　理事会 東京都 江東区産業会館

令和元 6/21 金 第2回　常任理事会　＆　理事会　＆　第128回 通常総会 愛知県名古屋市 ウインクあいち

7/13 土 第3回　常任理事会　＆　理事会 宮城県仙台市
東京エレクトロンホール宮
城

9/14 土 第4回　常任理事会　＆　理事会 福岡県

11/16 土 第5回　常任理事会　＆　理事会 東京都

令和2 1/17 金 新年挨拶回り　＆第6回　常任理事会 東京都
議員会館+関連団体
+木を愛する会

1/18 土 第6回　理事会 東京都 午前中　2020年度常任

3/7 土 第7回　常任理事会　＆　理事会　＆　第129回 臨時総会 東京都 3/6　2020年度理事会等

6/12 金 第8回　常任理事会　＆　理事会　＆　第130回 通常総会 宮城県仙台市

6/13 土 第65回　全国会員東北仙台大会 宮城県仙台市

開催予定日 開催予定地

7月27日 北海道帯広市

10月26日 秋田県秋田市

11月9日 神奈川県小田原市

2月15日 長野県

7月6日 三重県

2月22日 和歌山県和歌山市

9月28日 広島県福山市

11月30日 鹿児島県

北海道 北海道木材青壮年団体連合会

平成３１（令和元）年度　日本木材青壮年団体連合会　会議等日程（案）

日程 場所

地区 主管団体

東北 秋田県木材青壮年団体連合会

北信越 長野県木材青壮年団体連合会

関東 神奈川県木材青壮年団体連合会

九州 九州木材青壮年連合会

東海 三重県木材青壮年団体連合会

近畿 和歌山木成クラブ

中四国 福山木材青年協議会
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２０１９年 ２０２０年
３月 ４月 5月 ６月９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月８月３月 ４月 5月 ６月 ７月 木

と
と
も
に
あ
る
社
会
の
実
現
に
向
け
た
一
歩
を
踏
み
出

Goal to wood society
～ 持続可能な『木とともにある社会』の実現に向かって ～ 実施事業相関図

人財育成

ＳＤＧｓ

木材活用

木育推進

木材利用推

総務

財務

広報

全国大会

木⻘連活性 SDGsゲーム

審査会

林野庁国交相

審査会

ウッディレターの発⾏（年６回）、カレンダー作成・販売

木材活用コンクール SDGs賞の創設？

木工工作コンクール SDGs賞の創設？

次年度⽀援
翌会員数の調査
次年度準備などの⼿伝い

理事会毎に活性化委員会を開催。各地区へSDGｓゲームの実施も依頼

理事会毎に勉強会を実施 11月はSDGｓと連携

全

国

大

会

シンポジウム

表彰式

表彰式

毎月の実⾏委員会とのすり合わせ、SDGｓと連携してメイン企画

理事会の案内・設営、議事録の作成、懇親会等の準備

講師DB作成

日
本
木
青
連
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
宣
言
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「木の良さ」活かした作品募集します。 

日本木材青壮年団体連合会 

第 23 回 木材活用コンクール 

  主催：日本木材青壮年団体連合会 

 後援：農林水産省、国土交通省、公益財団法人日本住宅・木材技術センター 

一般社団法人 全国木材組合連合会、公益社団法人 日本建築家協会、一般社団法人 日本建築学会 

一般社団法人 日本インテリアプランナー協会、公益財団法人 日本デザイン振興会 

公益社団法人 日本建築士会連合会、一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会  

 

 

趣 旨 

日本は世界有数の森林国であり、国土の７割が森林です。そこから生み出される木材は、古の時代から四季の変化に

富む日本の風土に適した材料として生活に密接しており、生活空間の中には常に木との触れ合いがありました。そして長

い間木材を有効に活用してきたことで、我が国には多種多様な木の文化が育まれました。また、森林には渇水や洪水を

緩和し、良質な水を育む水源のかん養機能、山地災害の防止機能、二酸化炭素の吸収・貯蔵や騒音防止、飛砂防止な

どの生活環境保全機能等、多面的な機能があります。再生産可能な唯一の資源である木材を上手く利用し、森を循環さ

せることで豊かな自然環境を守るという先人から受け継いだ伝統と文化を次世代に繋いでいくことが必要だと考えます。 

当コンクールは木材の新たな利用、普及の可能性をさぐり、木材業界の活性化に寄与することを目的として平成９年に

創設されました。その後、その趣旨、目的を継承しながら本年で第 23 回目を迎えます。 

木材自給率の向上を目的とする「公共建築物等木材利用促進法」が施工されてから 8 年が経過し、全国各地で数多く

の木造建築物が建てられるようになりました。新しい木質材料や技術工法も次々と開発され、また木造建築における法制

度の緩和等が進み、さらなる普及が期待されています。 

日本木材青壮年団体連合会は、平成31年度スローガンとして「Goal to Wood Society」～ 持続可能な『木とともにある

社会』の実現に向かって ～を掲げ、様々な啓蒙活動を行っております。木の伝統と文化を次世代へ繋ぐため「木の良さ」

を活かした作品や、従来にはない新しい木材の利用や見せ方、工法などを用いた「木材の新たな一歩（可能性）」

を追求する作品を、４つの部門を設けて募集し、木材の良さの普及と木材の利用用途の拡大に貢献する優秀な作品

を表彰いたします。全国各地からたくさんのご応募をお待ちしております。 

１．募 集 部 門

第１部門   木造及び混構造建築（構造物）300 ㎡超え 

第２部門   木造及び混構造建築（構造物）300 ㎡以下 

第３部門   木質空間（インテリア・エクステリアの木質化）                             

※第 1 部門と第 2 部門の区分基準となる面積は「延床面積」です。 

第４部門   クリエイティブユース（１～３部門以外の創造的

木材活用事例<ランドスケープ・インスタレーシ 

         ョン・家具・木製品など>） 

       ※「一般住宅」は第２部門で応募ください 

 

２．審 査 基 準  

 応募される資料を対象に、下記の項目を考慮して判定します。 

●木の良さが活かされているもの。 

●木材の新しい用途の普及に寄与するもの。 

●建築物の木造化、木質化に波及効果があるもの。 

●木材の利用を通じて豊かな暮らしや社会を実現するもの。 

●木材の地球環境貢献効果が情報発信されているもの。 

●SDGs について                                     

 

前年度 10 団体に

後援依頼予定 

- 165 -

- 40 -



 

３．応 募 条 件  

（第１部門～第３部門） 建設・設置地域は国内とし、平成 28 年１月１日から平成 31 年末までに完成したもの。 

（第４部門） 平成 31 年末までにユーザーが購入または利用できるもの。 

４．応 募 資 格  

応募物件の設計者、施工者、建築主、またそれらの合同。及び応募作品のデザイン事業者、生産者、販売者。ただし、相互に了解を

得ていること。また、連名での応募も可能です。 

５．審 査 委 員 会  

審査委員長 

審査委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深尾 精一 

有馬 孝禮 

加藤 昌之 

古久保 英嗣 

霜野 隆 

松井 郁夫 

藤田 香織 

井口 真輝 

武井 利行 

亀山 武弘 

 

首都大学東京 名誉教授 

東京大学 名誉教授 

株式会社 加藤設計 代表取締役 

公益財団法人 日本住宅・木材技術センター 理事長 

一般社団法人 日本インテリアプランナー協会 代表理事会長 

株式会社 松井郁夫建築設計事務所 代表取締役 

東京大学大学院 准教授 

林野庁 木材産業課 木材製品技術室長 

国土交通省 住宅局 木造住宅振興室長 

日本木材青壮年団体連合会 会長 

       

６． 表 彰 

● 最優秀賞 

● 優秀賞 

 

 

● 特別賞 

                 

2 作品 

5 作品 

 

 

1 作品     

  

農林水産大臣賞   国土交通大臣賞 

林野庁長官賞 

公益財団法人日本住宅・木材技術センター理事長賞、一般社団法人全国木材組合連合会会長賞 

一般社団法人日本ンテリアプランナー協会賞、日本木材青壮年団体連合会会長賞 

◯◯◯◯◯賞  

● その他に、部門賞数点、木材活用賞などを加え、約 20 点を予定。 又、日本木材青壮年団体連合会会員賞として「木質開拓賞」を

選定いたします。 

● 受賞者には各賞とも賞状を授与します。 

 

７．注 意 事 項 

● 応募作品は返却できませんので、あらかじめご了承下さい。 

● 第三者の著作権、工業所有権、知的財産権を侵害すると判断されたものは、受賞結果発表後であっても受賞を取り消すことがあり

ます。 

● 応募作品の発表に関する権利は主催者側が保有します。 

● 応募者の個人情報は、厳重に管理し、運営上の連絡や資料等の発送のためのみに利用します。 

● 応募書類の仕様書審査については応募内容が真正なことを前提に行います。 

お問合せ先  

   日本木材青壮年団体連合会 木材活用コンクール事務局  担当 木材活用委員長 海老名 宣行 

    〒135-0041 東京都江東区冬木 6－14  飯沼ビル 102 

Tel 03(5620) 4806  Fax 03(5620)4809  E メール: mkc@mokusei.net 
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応募について 

＜応募方法＞ 

日本木材青壮年団体連合会ホームページ内、木材活用コンクール公式サイト(http://www.mokuseiren.jp/mkc)から応募してください。 

＜手順＞ 

i. 事前準備 

 応募登録を始める前に上記木材活用コンクール公式サイトからダウンロードした「応募用紙」（Excel）に必要事項を記入した 

ファイルと「作品データ」（PDF）を用意してください。 

■「応募用紙」(Excel ファイル)について： 

  ・所定の申込み専用用紙をダウンロードしていただき、必要事項を記入したものとします。 

  ・応募用紙の記入については、記入例をご参照ください。 

■「作品データ」（ＰＤＦファイル）について： 

・自由フォーマットとしますが、作品名称、図面（建築物の場合は平面図、断面図を必ず載せてください）、 

 写真、主旨説明文（６００字以内）を、Ａ２サイズ（420ｍｍ×594ｍｍ、横置き）1 枚に構成したものとします。 

・データ容量は１０Ｍバイト以内とします。 

 

※PDF ファイルはパソコンでの予備審査、及びプロジェクターでの最終審査に使用します。 

※PDF データ作製にあたり、必ず、画面の拡大・縮小を行なっても文字データが読める形式で作製をお願いします。 

※使用木材について、できるだけ詳しく記載してください。（材種、寸法、JAS 製品、合法木材、地域認証材など） 

※審査の公平を期すため、作品データ内、応募用紙の主旨説明文等に応募者が特定できる情報の記載はご遠慮ください。 

  Ex)社名、屋号、ロゴ等 

 
ii. 応募登録  

 上記木材活用コンクールのページから「応募登録ページへ」をクリックし、「応募登録」ページへ移動してください。 

「応募登録」ページにて必要事項を入力し、「応募用紙」(Excel)及び「作品データ」（PDF）をアップロード後、「確認」ボタンを 

クリックしてください。 

正常に登録完了すると、「応募情報受付画面」が表示されます。以上で応募登録は完了です。 

※登録を中止する場合は、【キャンセル】ボタンをクリックし、登録作業を中止してウィンドウを閉じてください。 

iii. 登録受付通知メール 

 応募登録が完了すると、ご登録いただいたメールアドレス宛に登録通知メールが届きます。 

※応募受付通知メールが届かない場合は、お手数ですが事務局にお問い合わせください。 

※応募受付メールは重要ですので削除せず大切に保管してください。 

iv. 応募者専用ページについて 

 登録受付通知メールに記載されていた応募者専用ページにアクセスし、ＩＤ、パスワードを入力してログインします。 

ここでは応募登録いただいた内容の確認や修正が可能です。※変更できない項目もあります。 

● 募集期間  平成 31 年 12 月１日～平成 32 年１月１５日 締切  

※当日送信まで有効 

＜結果発表＞ 

● 日本木材青壮年団体連合会ホームページ内 木材活用コンクール 公式サイト http://www.mokuseiren.jp/mkc 

● 日本木材青壮年団体連合会 WEB 広報誌「ウッディレター」 

● 各種建築住宅雑誌掲載（予定） 

● その他 

 

＜表彰式＞ 

● 表彰式は、平成 32 年 6 月 13 日（土） 日本木材青壮年団体連合会 第６５回全国会員東北仙台大会にて行います。 

※受賞者には詳細を 2020 年４月中旬までにお知らせします。 

※受賞作品は事務局で印刷し A2 サイズのパネルを作成します。  

 ただし、データ解像度の内容によっては、新たに印刷用のデータを支給して頂く場合もございます。 
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日本木材青壮年団体連合会 

〒135-0041 東京都江東区冬木6-14 飯沼ﾋﾞﾙ102 

http://www.mokuseiren.jp 

 

平成３１年４月吉日 

           御中 

日本木材青壮年団体連合会 

会    長 亀山 武弘 

木材活用委員会担当副会長 鈴木 謙司郎 

木材活用委員会委員長 海老名 宣行 

 

日本木材青壮年団体連合会 

第２３回木材活用コンクールご協賛のお願い 
 

謹啓 平素は当会の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

私ども日本木材青壮年団体連合会は、このたび平成３１年度に第２３回木材活用コンクールを主

催するにあたり、当コンクールへのご協賛をいただける方（企業・団体・個人）を募集いたします。 

当コンクールは、農林水産省、国土交通省、（公財）日本住宅・木材技術センター、（一社）全

国木材組合連合会、（公社）日本建築家協会、（一社）日本建築学会、（一社）日本インテリアプ

ランナー協会、（公財）日本デザイン振興会、（公社）日本建築士連合会、（一社）日本建築士事

務所協会連合会の後援を受け、木材の新しい用途の普及と木材利用の拡大を図るために全国規模で

開催しているものであり、例年数百件にのぼる応募作品があります。 

当コンクールの趣旨は、木材の利用を広め、豊かな暮らしや社会の実現に寄与することにありま

す。伝統的な素材である木材は、四季の変化に富む日本の風土に適した材料として古くから私達の

生活に密接しており、地球環境の保全や健康的で心地よい生活環境をつくり出す一助として大きく

寄与しております。このような日本の自然が育んだ素晴らしい木材の良さを、当コンクールを通じ

て多くの人々に知っていただく端緒となれば幸いです。 

木の素材としての素晴らしさに共感していただける、もしくは環境保全に積極的に取り組んで居

られる皆様におかれましては、当コンクールの趣旨にご賛同をいただき、ご協賛を賜りますようお

願い申し上げます。 

謹 白 

記 

 

協 賛 金    1 口 ２万円以上 

お申込方法   別紙の「協賛申込書」に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込み願います。 

問合せ先    日本木材青壮年団体連合会 木材活用委員会 委員長  海老名 宣行 

Tel 075-861-2127    携帯 090-4273-1148 

e-mail：kikori2000jp@gmail.com 

お申込先    日本木材青壮年団体連合会 事務局   Fax(03) 5620-4809 

その他     ご協賛いただきましたご芳名（企業名、団体名、個人名）は、当コンクールの 

表彰式を行う日本木材青壮年団体連合会第６５回全国会員東北仙台大会の記念

誌に明記させて頂くと共に、全国約９００名の会員広報誌である「ウッディレタ

ー」へ企業名を掲載をさせて頂きます。 

以上 
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日本木材青壮年団体連合会 

第２３回 木材活用コンクール 協賛申込書 

 

コンクールの趣旨に賛同し、下記の通り協賛いたします。 

 

FAX （０３）５６２０－４８０９ 

日本木材青壮年団体連合会 事務局 宛 

平成   年   月   日 

 

 

◆ 申込者 

（住所又は所在地） 

 

（名称） 

 

（代表者名）                                  

 

◆ 連絡先 （請求書送付先） 

（担当部署名） 

 

（担当者氏名） 

 

（電話番号）             （ＦＡＸ）              

 

 

 

 

◆ 金 額     金            円  （１口 ２万円 ×     口） 

 

 

 

◇ お手数ですが、申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込み下さい。 

◇ お申込みを受付ましたら、上記の連絡先（請求書送付先）に請求書を送付させていただきます。 
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第 65 回全国会員東北宮城大会開催について 

 
【背景】  
毎年度、日本木青連の集大成を発信する最大の場として全国会員大会が開催されていま

す。今年 度も全国会員大会を通じて、事業・活動の成果を全国の会員や参加者と共有

し、また交流会等を通 じて会員相互の連携と啓発をより深化させ、林業木材産業の活性

化につなげていく必要があります。  
【目的】  
全国会員大会を開催し、本年度実施した事業・活動の成果を全国の会員や参加者と共有

し、また交 流会等を通じて会員相互の連携と啓発をより深化させ、今年度日本木青連の 
Goal である「持続可能 な木とともにある社会（wood society）の実現」の一歩を踏み出

すキッカケの場とします。 
 
日時 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 6 月（全国大会開催日） 
 
東北宮城県仙台市の地において、今年度の各委員会が実施してきた事業成果の発表や、各

種コ ンクールの表彰式、また全国会員や関係者に向けて、日本木青連が実施してきた先

進的な取組ついてのシンポジウムを開催するとともに、参加頂いた多くの仲間との交流と

啓発を深化させる大会づくりを進めていきます。また、東日本大震災からの復興への後押

しの感謝を、東北地区全体で表す 大会づくりを目指します。  
●大会名：第 65 回全国会員東北宮城大会  
●大会開催予定日  
・理事会、前夜祭 ・・・ 2020 年 6 月 12 日（金）  
・式典、大懇親会 ・・・ 2020 年 6 月 13 日（土）  
●大会開催予定地 宮城県仙台市内  
・理事会、前夜祭 ・・・ 仙台勝山館（予定）  
・式典、大懇親会 ・・・ 仙台勝山館（予定）※参考資料有  
●年間スケジュール 
 2019 年 1 月 年間事業方針・年間事業計画書及び年間事業予算書の上程  
2019 年 4 月 全国会員大会予算の上程  
2019 年 6 月 第 6４回全国会員愛知大会参加 以降広告・協賛依頼開始 
2019 年 7 月～各地区大会へ参加・大会 PR 活動  
2020 年 2 月 大会登録受付開始  
2020 年 6 月 12 日 理事会・前夜祭開催  
2020 年 6 月 13 日 第 65 回全国会員東北宮城大会 式典・大懇親会 
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SHOZANKAN
FLOOR PLANS
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電　車　　　  地下鉄南北線北四番丁駅「北1出口」から徒歩6分

車　　　　　  仙台駅より車で / 約8分　　仙台宮城I.Cより車で / 約15分

　　　　　　  泉I.Cより車で / 約20分　 　仙台空港より車で / 約60分

　　　　　　  ※所要時間は、天候・混雑状況により変動する事もございます。

施 設 名 称

所　在　地

レストラン

宴　会　場

その他施設

仙台  勝山館

〒980-0011  宮城県仙台市青葉区上杉2丁目1-50

TEL : 022-213-9188

FAX : 022-213-9546

URL : http://www.shozankan.com

イタリアンリストランテ PADRINO DEL SHOZAN　TEL :  022-222-7834 

日本料理　醇　泉　　　　　　　　　　　　　  TEL : 022-213-9155

PIZZERIA  PADRINO DEL SHOZAN　 　　　　  TEL :  022-213-9220

11施設

結婚式場 ・ 写真室 ・ 美容室

第三勝山
ビ       ル

仙台 勝山館
搬入出口

北側入口

正面
入口

入口出口

愛
宕
上
杉
通
り

蔵舞台
杉回廊

P P
P

上杉北五番丁
パーキング

上杉北五番丁
パーキング

仙台
市民広場

宮城県庁●
宮城県警察本部

上杉山通
小学校●

●七十七銀行
　上杉支店

　味の素
●東北支社
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高 さ　間 口　奥 行
      扉
カ  ゴ   内
制限重量

2,100 　1,500
2,300 　1,950 　2,000
　　 1,850kg

cm

● 搬入・搬出口　間口 4.3ｍ×高さ 3.5ｍ

● 搬入出用エレベーターサイズ

スカーレットプラザ

コントゥワベール

EV

WC

WC

イタリアンリストランテ
　　PADLINO DEL SHOZAN 搬

入
出
口

搬入出用
エレベータ

EV
ロビー

インフォ
メーション

北側入口

ワイン
セラー

バー

正面
入口

日本料理
醇　泉

ブライダル
　　サロン

　　

ピッツェリア
PIZZERIA PADRINO
DEL SHOZAN

500

美容室

503

グラン
クリュ

EV

WC

宴会場　彩  雲

貴賓室

EV

テラッツァ  デル  ソーレ(太陽のテラス)
Terazza del sole

WC

チャペル
　挙式場

写場

末広

EV

女性更衣室

美容室

WC

スモーキングルーム
宴会場　瑞  雲

宴会場 楓

EV

パーク
ルーム

フォレスト
ルーム

男性更衣室

杉欅

酒道庵

桐

プライズルーム
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蔵舞台

玄関 玄関取　次

蔵舞台くらぶたい 6.4　　  5.4　　　 2

74.6　　   22         7.5　　  8.4　　 3.2　　  16  

日本料理
醇　泉
じゅんせん 個室

A
暁

個室
B
伝 ブライダルサロン

サロンドマリアージュ

エントランスホール

WC

ELV

醇泉厨房

5,950 3,1
00

醇泉外側入口

仙台 勝山館
正面入口

搬入出用ELV

ロビーラウンジ

ワインセラー
Ⅰ

Ⅱ
ワインセラー

レストラン厨房

インフォメーション

管理室

北側入口

WC

搬
入
・
搬
出
路

WC

通用口

※高さ（天井高最高位）はシャンデリア等の突起物は
　含まれておりません。

（堀りごたつ）

（堀りごたつ）

（堀りごたつ）

（堀りごたつ）
（堀りごたつ）

（堀りごたつ）

7.8
11.0
15.0

10.8

2.7
3.8
3.0
3.0
3.0
2.7

2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7

4
6

10
4
6
8
8

個室A あかつき暁
個室B でん伝
個室C けん献
個室C 献（東）
個室C 献（西）
個室D えん縁
カウンター

エスカレーター

インフォメーション
ロビーラウンジ………………49席
イタリアンリストランテ
「PADLINO DEL SHOZAN」…82席
ピッツェリア「PIZZERIA PADRINO 
DEL SHOZAN」………………66席
日本料理 「醇 泉」……………36席
ブライダルサロン
「サロンドマリアージュ」

ガーデンスイート

イタリアンリストランテ
PADRINO  DEL  SHOZAN

イタリアンリストランテ
PADRINO DEL SHOZAN

ピッツェリア
PIZZERIA  PADRINO
DEL  SHOZAN

個　室
ガーデンスイートSHOZAN

"Bar"

杉　回　廊

個 室
D
縁

西東

カ
ウ
ン
タ
ー

個 室
C  献
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瑞  雲 ずいうん

楓

パークルーム

かえで

626
220
219
187
439
406
277

84
93

46.5
25
71

190
67
66
57

133
123

84
26
28
14

8
22

32
10.5
11.5

10
22

21.5

12.8
6.4
6.2
9.7

18
18
18
18
18
18

6.8
3.4
3.9

7

5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
2.7

360
80
80
80

200
200

40
10
12
30

550
100
100
100
300
300

50
20

40

430
100
100
100
210
240

30

30

700
160
160
160
450
440

50

50

全室
東
中
西
中東
中西
ロビー
ホワイエ
全室
1／2

フォレストルーム

欅
桐
杉

しゅどうあん（堀りごたつ）

けやき（堀りごたつ）

（堀りごたつ）

（堀りごたつ）

きり

すぎ

33
16
10

8

9.8
7

3.5
3.5

5.3
3.5
4.4
3.5

2.7
2.7
2.7
2.7

16
8
6
4

東 西

杉
フォレスト
ルーム

酒道庵

欅

桐

パークルーム

WC

パントリー 吹　抜

ELV

WC

WC

搬入出用ELV
ロビー

クローク

スモーキング
ルーム

宴 会 場

瑞　雲

楓（かえで）

酒道庵

エスカレーター

ホワイエ

東　　　　　　　　　 中　　　　　　　　西

※高さ（天井高最高位）はシャンデリア等の突起物は含まれておりません。
※瑞雲の天井有効高は5.0ｍです。
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末　広

チャペル挙式場

パントリー

搬入出用ELV

写　場

テラッツァ･デル･ソーレ
(太陽のテラス)

ブライズ
ルーム

牧師
控室

ELV

WC

WC

WC

末  広すえひろ
全室
1／2

チャペル挙式場
テラッツァ・デル・ソーレ(太陽のテラス)
ブライズルーム
美容室
写場
男性更衣室
女性更衣室
男性更衣室側コインロッカー…24個
女性更衣室側コインロッカー…48個

※高さ（天井高最高位）はシャンデリア等の突起物は含まれておりません。

エスカレーター

南

北

男
性
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム

88
44

19.6
9.8

7
7

3
3

80
32

60
32

男
性
更
衣
室

女性更衣室・ロッカールーム

神官
控室

美容室
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搬入出用ELV

貴賓室

ロビーELV

クローク

宴 会 場

彩　雲

WC

WC

彩  雲 さいうん

全室
東
西
中東
中西
ロビー
ホワイエ

貴賓室
※高さ（天井高最高位）はシャンデリア等の突起物は含まれておりません。
※彩雲の天井有効高は5.0ｍです。

エスカレーター

ホワイエ

東　　　　　　　　  中　　　　　　　　 西

735
329
329
406
406
275

99
49

223
100
100
123
123

83
30

14.8

37
16
16
21
21

6.6

18
18
18
18
18

5.8

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
2.5
2.5
2.5

430
180
180
240
240

800
200
200
300
300

450
160
160
210
210

800
270
270
360
360
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搬入出用ELV

ELV
宴会場

グランクリュ

グランクリュ
500  洋室
503  和室

500

503

※高さ（天井高最高位）はシャンデリア等の突起物は含まれておりません。

151
70
63

46
21
19

12.5
6.6
5.7

9.7
5.8
3.5

2.4
2.4
2.4

40 50

畳敷き　13畳

美容室
コインロッカー12個

美容室

美容室

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
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コントゥワベール
スカーレットプラザ

搬入出用ELV

宴会場
コントゥワベール

宴会場
スカーレットプラザ

バーカウンター

WC

WC

WC

WC

ELV

※高さ（天井高最高位）はシャンデリア等の突起物は含まれておりません。

120
400

36
121

6
17

20
20

2.5
5.3

50
130

60
230 120 200

- 102 -

- 54 -



- 103 -

- 55 -



- 56 -



- 57 -



- 58 -



- 59 -



- 60 -



- 61 -



平成 30 年度 臨時理事会 議事録（案） 

 
        日 時 令和元年５月２５日（土） 

        場 所 長野市 ホテル国際２１ 

 ◎ 会 長     澁澤 一吉 
   直前会長    田中 一興 

   監 事     齋藤 篤  
   監 事     寺西 勝 
 ◎ 代行副会長   田中 博文 
 ◎ 副会長     土倉 宜也 
 ◎ 副会長     降幡 聡 
 ◎ 北信木青連 会団長   山崎 泰雄  
 ◎ 北信木青連 副会団長  宮澤 遥 
 ◎ 東信木青連 会団長   田村 紘一  
 ◎ 東信木青連 副会団長  土屋 善樹 〈欠席〉 

 ◎ 松本材青会 会団長   佐原 弘一 〈欠席〉 
 ◎ 松本材青会 副会団長  大蔵 俊介 
 ◎ 事務局長    宮崎 淳貴 
   事務局次長   峯村 亮 〈欠席〉 
   事務局次長   山浦 豊弘  
   事務局主事   松本 寿弘    
   日本木青連 出向  木材活用委員会 委員長     田中 俊章 

   日本木青連 出向  会団長           澁澤 一吉 
   日本木青連 出向  木材活用委員会 副委員長  土倉 宜也 
   日本木青連 出向  木材活用委員会 副委員長  寺西  勝 

   日本木青連 出向  木材活用委員会 委員      宮崎 淳貴 

   日本木青連 出向  木育推進委員会 副委員長   印出  晃 

   オブザーバー  日野原 和仁 
  

出席者数１１名 ◎印は理事 

 
議長指名 会長より代行副会長を指名 
 
議事録作成指名  宮崎事務局長 
 
定足数確認 理事１１名中、理事９名出席 出席者１８名  欠席３名 成立致します。 
 
連絡報告事項 
       <字句訂正> なし 
第１号議案  平成３０年度 第４回定例理事会議事録（案）承認の件 

       渋沢会長より上程 

 

       挙手にて採決 挙手多数  承認 

 
第２号議案  平成３０年度 決算（案）承認の件 

       澁澤会長より上程  

 

挙手にて採決 挙手多数  承認 

 議事録作成人 平成 30年度 事務局長  宮崎 淳貴 
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［第１号議案］ 

令和元年度 臨時 理事予定者会議 議事録（案） 

 

        日 時 令和元年 5 月２5 日（土） 

        場 所 長野市 ホテル国際２１ 

 ◎ 会 長     田中 博文 

   直前会長    澁澤 一吉 

   監 事     土倉 宣也  

   監 事     降幡 聡 

 ◎ 代行副会長   大藏 俊介 

 ◎ 副会長     宮崎 淳貴 

 ◎ 副会長     田村 紘一 

 ◎ 北信木青連 会団長   山崎 泰雄  

 ◎ 北信木青連 副会団長  宮澤 遥 

 ◎ 東信木青連 会団長   松木 達征  

 ◎ 東信木青連 副会団長  小林 寿徳 〈欠席〉  

 ◎ 松本材青会 会団長   小林 稔政 〈欠席〉 

 ◎ 松本材青会 副会団長  池田 剛 

 ◎ 事務局長    山浦 豊弘 

   事務局次長   中島 章 

   事務局次長   池田 剛  

   事務局主事   松本 寿弘    

   日本木青連 出向  北信越地区協議会 会長     中澤 勝成 

   日本木青連 出向  会団長           田中 博文 

   日本木青連 出向  木材活用委員会 副委員長  田中 俊章 

   日本木青連 出向  木材活用委員会 委員    峯村  亮 〈欠席〉 

   日本木青連 出向  広報委員会   副委員長  印出  晃 

   日本木青連 出向  広報委員会   委員    大和 俊介 〈欠席〉    

   オブザーバー  日野原 和仁 

  

出席者数１１名 ◎印は理事 

 

議長指名 会長より代行副会長を指名 

 

議事録作成指名  山浦事務局長 

 

定足数確認 理事１１名中、理事９名 出席者１８名 欠席４名 成立致します。 

 

連絡報告事項 

       <字句訂正> なし 

第１号議案  令和元年度 理事予定者会議議事録（案）承認の件 

       田中会長より上程 

 

       挙手にて採決 挙手多数  承認 

 

第２号議案  令和元年度 事業予算（案）承認の件 

       田中会長より上程  

 

挙手にて採決 挙手多数  承認 

 議事録作成人 令和元年度 事務局長  山浦 豊弘 
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令和元年度 定時総会 議事録（案） 

 
       日 時 令和元年５月２５日（土） 

       場 所 長野市 ホテル国際２１ 

 

出席者２３名 （総正会員数３１名中） 委任状８名 

 北信木青連     ９名 （本人出席 ７名  委任状２名） 

 東信木青連    １１名 （本人出席１０名  委任状１名） 

 松本材青会    １１名 （本人出席 ６名  委任状５名） 

 

 事務局主事     松本 寿弘  

 共立プランニング  日野原 和仁  

 

 

司会進行                       H30年度事務局長 宮崎 淳貴 

議長    第１号議案・第２号議案                   澁澤 一吉 

      第３号議案                         田中 博文 

 

 

資料字句訂正箇所   なし 
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令和元年度 定時総会 議事録（案） 

 

       日 時 令和元年５月２５日（土） 

       場 所 長野市 ホテル国際２１ 

 

 

議長選出  会則により 平成 30年度議長を 田中 博文 君 

            令和元年度議長を  大藏 俊介 君 

 

（第１号議案） 平成 30年度事業報告及び決算（案）承認の件 

   

  澁澤会長  上程 

        平成 30年度事業報告 資料について報告される。 

        土倉副会長 決算案について説明される。 

 

  寺西監事  監査報告がされる。 

 

    全員の挙手をもって承認される。 

 

 

（第２号議案） 令和元年度役員（案）承認の件 

   

  澁澤会長  上程 令和元年度役員を説明する。 

         

 

    拍手による採決 賛成多数 承認 

 

役員席交代 

 

議長交代 

 

  令和元年度 田中会長より挨拶 

        

（第３号議案） 令和元年度事業計画（案）及び予算（案）承認の件 

  田中会長  上程 

        令和元年度 会長指針を読み上げる 

        令和元年度 事業計画・事業日程・出向者・組織図・予算を説明する。 

 

    全員の挙手を持って承認される 

 

議事録作成人 平成 30年度事務局長  宮崎 淳貴 

令和 元年度事務局長  山浦 豊弘 
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［第２号議案］

議案作成者 PRｶﾚﾝﾀﾞｰ担当副会長　大藏　俊介

事　業　名　称 ：

担 当 副 会 長 ： 大藏　俊介

事　業　主　体 ：

実施予定日時 ：

実施予定場所 ： 長野県

対      象     者 ： 会団・会員・その他

趣　旨 ・目　的 ：

事　業　内　容 ：

②斡旋手数料

③請求及び集金

準備ｽｹｼﾞｭｰﾙ ：

実施ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ：

　９月１日　　第１次締め切り　　　　　　

　９月２９日　　最終締め切り

　１１月～　　　申し込み順にカレンダー発送

予　　　　　算 ： 別紙の通り

担　当　者 ：

外 部 協 力 者 ：

　［連絡先]

添　付　資　料 ： 予算書

　個人会員へは、申し込み書等を共立プラニングより発送していただく。

木青連の活動を広める。

　各会団ごとに斡旋活動をしていただく。

令和元年PRカレンダー斡旋事業

長野県木材青壮年団体連合会

最終締め切り　９月２８日（土）

　請求及び集金は各会団ごとに行なっていただく。

　６月中旬～申し込み書・カレンダー見本配布

　個人会員への請求及び集金は、県木青連が行なう。

令和元年PRカレンダー斡旋事業（案）

①PRカレンダーを斡旋する。

斡旋手数料により県木青連・各会団共に事業収入を得て、木青連活動に活かす。

　個人会員への斡旋手数料は県木青連へ＠１００円とする。

★　事業計画書

　斡旋手数料は１部につき会団へ＠５０円、県木青連へ＠５０円とする。

PRカレンダー担当副会長　大藏　俊介

ＴＥＬ026－２３８－８８７７　ＦＡＸ０２６－２３８－８８７０

　その上で斡旋手数料を引いた金額を県木青連に支払っていただく。　

６月中旬　（株）共立プラニング　日野原氏との打ち合わせ

（株）共立プラニング　日野原氏
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［第２号議案］

収支予算書

大項目 中項目 前年度決算額 予算額 摘要

事業収入 PRカレンダー 1,584,150 1,400,000

日本木青連ｶﾚﾝﾀﾞｰ 0 50,000

収入合計 1,584,150 1,450,000

　

大項目 中項目 前年度決算額 現状額 摘要

PR事業費 PRカレンダー 1,417,950 1,220,000 会団手数料を除く共立プラニング支払金額

日本木青連ｶﾚﾝﾀﾞｰ 0 43,000

PRカレンダー諸費用 32,400 30,000 見本帳印刷費・申込書・発送費等

支出合計 1,450,350 1,293,000 (税込)

収入の部 1,584,150 1,450,000

支出の部 1,450,350 1,293,000

手数料収入 133,800 157,000 (税込)　本会計へ繰入

　 日木青カレンダー分　50,000円－43,000円＝7,000円

令和元年PRカレンダー斡旋事業　予算（案）

【収入の部】

【支出の部】

* PRカレンダー分　1,400,000円－1,250,000円＝150,000円
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［第３号議案］

議案作成者
事 業 名 称 ：
担 当 副 会 長 ： 宮崎　淳貴
事 業 主 体 ：
実 施 予 定 日 時 ： 審査会（予定）：令和元年10月11日（金）　又は　10月18日（金）

表彰式（予定）：令和元年11月 2日（土）　又は　11月 9日（土）
実 施 予 定 場 所 ： 審査会（予定）：松本市

表彰式（予定）：松本市　又は　上田市
対 象 者 ： 長野県下　小・中・盲・ろう・養護学校の児童生徒
趣 旨 ・ 目 的 ：

事 業 内 容 ：

　作品を決定する。

・最優秀賞（県知事賞）の作品を、全国児童・生徒木工工作コンクールに出品する。

準備ｽｹｼﾞｭｰﾙ ： ※別添「事業計画書」参照
　６月上　　　会場仮押さえ 　　月　　日（　）まで　　地区審査、結果報告
　６月中　　　共催・後援依頼 　　月　　日（　）まで　　県取りまとめ
　６月下　　　趣意書等の配布 　　月　　日（　）　　　　 県審査会（松本）
　９月中　　　審査員の依頼 　　月　　日（　）～　　日（　）
　９月２０日（金）　 応募締め切り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　作品展示（松本）

１０月２８日（月）～１１日　１日（金）
　　　　　　　　　　　　　 　作品展示（長野県庁）
　　月　　日（　）　　　　 表彰式
　　　　　　　　　　　　　　 （松本市　又は　上田市）

実 施 ﾌ ﾟ ﾛ ｸ ﾞ ﾗ ﾑ ： 審査会ｽｹｼﾞｭｰﾙ（予定） １１：００～１２：００　　　会場準備（役員）
　　月　　日（　） １２：００～１３：２０　　　作品搬入

１３：２０～１３：３０　　　審査員　集合・受付
１３：３０～１３：５０　　　開会
１３：５０～１４：２０　　　審査
１４：２０～１４：３０　　　審査結果発表
１４：３０～１４：４０　　　講評
１４：４０　　　　　　　　　閉会
１４：４０～１５：００　　　写真撮影・片付け
１５：００～１６：３０　　　作品展示準備

表彰式ｽｹｼﾞｭｰﾙ（予定） 　　：　　～　　　　　　　 集合・準備
　　月　　日（　） 　　：　　～　　　　　　　 受賞者集合

　　　　　　　　　　　　　 プレゼンター集合
　　：　　～　　　　　　　 開会
　　：　　～　　　　　　　 記念写真撮影
　　：　　　　　　　　　　　閉会

予 算 ： 別紙の通り

担 当 者 ：
外 部 協 力 者 ：

　［連絡先]
添 付 資 料 ： 予算書

応募要領

・各地区（会団）ごとに、作品を取りまとめ事前審査を行ない、佳作および審査会提出

・入選作品を県庁等に展示し、事業のPRをする。
・審査員をお招きし、出品作品の中から各賞を決定する。

木工工作担当副会長　宮崎　淳貴

　る。

子供たちに木を使って自由な発想で物を創る喜びを感じ取ってもらう。

・対象学校に趣意書を配布するとともに、多くの作品を出品してもらうようにお願いす

令和元年度　第42回長野県児童・生徒木工工作コンクール事業計画（案）

長野県木材青壮年団体連合会

また、木を使うことにより、自然との関わり方や自然の温かみを学んでもらう。

令和元年度　第42回長野県児童・生徒木工工作コンクール
★　事業計画書 木工工作担当副会長 宮崎　淳貴
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［第３号議案］

収支予算書

大項目 予算額 摘要

PR事業費 1,330,000

収入合計 1,330,000

大項目 予算額 摘要

事業費 357,000
趣意書、出品票、持込先リスト、ポスター、
会団管轄外学校発送費等

18,000

506,400 入選・優秀賞・佳作・努力賞

≪内訳≫ 入選 116,400
材料代、加工代等（10個）
制作代8,640×10、材料代3,000×10

優秀賞 54,000 @5,400×10枚

佳作 84,500 B4版　@130×650枚

努力賞 245,000 A4版　@70×3,500枚

雑費 6,500 賞状用紐・金具・箱代等

75,300

≪内訳≫ 入選 51,000 7,285×4(知事賞)、4,372×5(特別賞)

優秀賞 24,300 10個(2,430円)

佳作 0

18,900 概要ポスター、クロス等

表彰式 43,400

≪内訳≫ 会場使用料 10,000 会場使用料

表彰式設営費 15,000 ｽﾃｰｼﾞ、音響一式、看板等

表彰式ｱｼｽﾀﾝﾄ代 0

雑費 18,400 賞状発送費、紙袋代、振込手数料等

80,000 受賞者への交通費等補助（H30年度受賞者）

60,000

58,000 送料、振込手数料、事務通信費他

113,000

支出合計 1,330,000 (税込)

県木工工作コンクール事業費

賞状

作品運搬費

資料作成発送

展示用備品

中項目

審査会

令和元年度　第42回児童・生徒木工工作コンクール収支予算（案）

【収入の部】

【支出の部】

通信・印刷費

広告費

全国大会交通費

記念品

中項目
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【木育推進事業】令和元年度 

長野県児童・生徒木工工作コンクール事業計画（案） 

 

 

１ 趣  旨 

    近年、インターネットや家庭用ゲーム機などの普及により自然素材を使った遊びなどが衰退して

きてはいますが、日本建築や工芸品などの「木の文化」は徐々に受け継がれています。その文化や

伝統もその素晴らしさを大切にする心がなければいずれ枯れ果ててしまいます。 

そのような中で、長野県木青連では、木の文化を継承する子供達の心を育てる意味でも木育推進

事業の一環として長野県下の小学校・中学校及び特別支援学校の児童生徒を対象とした「長野県児

童・生徒木工工作コンクール」を開催し、子供たちが木に触れあい木を身近に感じ愛着を持ちなが

ら森林の大切さや役割等を一緒に学んでもらい木の文化を大切にしていっていただきたいと考え、

標記事業を実施します。 

 

２ 主  催 

   長野県木材青壮年団体連合会 

 

３ 共  催（予定） 

   長野県 

   中部森林管理局 

   (公財)長野県緑の基金 

   長野県県産材振興対策協議会 

   長野県木材協同組合連合会 

 

４ 後  援（予定） 

  長野県教育委員会、(一財)長野県建築住宅センター、長野県森林組合連合会、ＮＨＫ長野放送

局、ＳＢＣ信越放送、ＮＢＳ長野放送、テレビ信州、ａｂｎ長野朝日放送、長野エフエム放送、 

新建新聞社、長野県民新聞社 

 

５ 事業日程 

  別紙のとおり 

 

６ 応募要領 

  （１）応募要件 

    ア）応募資格 

       長野県下の小学校、中学校、盲・ろう・養護学校の児童生徒の皆さん 

    イ）募集区分 

       長野県内の小学校低学年（1～4 年生）、小学校高学年（5～6 年生）、中学校、盲・ろ

う・養護学校の４部門とし、各々児童生徒の個人またはグループとします。 

    ウ）作品基準 

      ①テーマ   自由（ただし、木材を主材料として利用・加工した創作品であること） 

      ②大きさ   １辺が 60cm以内（タテ・ヨコ・高さ 全て 60cm以内） 

      ③その他   注1≫ 搬入搬出において、壊れにくいもの 

（破損した場合の責任は負いません） 

    エ）免責事項 

      ①万一破損などが発生した場合は、本会にて補修等を試みますが、完全に元通りにはな

らない場合もありますことを予めご了承願います。 

      ②前記①および作品の送付返信等による破損、紛失等については、誠に恐れ入りますが

代償の支払い等を含めいかなる責任も負うことはできません。 
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    オ）個人情報 

       応募者の個人情報は、当連合会で厳重に管理し本コンクール以外の利用は致しません。 

       なお、本コンクールに入賞した場合、入賞者の作品名・氏名・学校名・学年について

は、報道機関を含む共催・後援機関等へ発表させていただきます。 

  （２）作品応募締切 

       令和元年 9月 27日（金） 

      【送り先】 

        最寄りの長野県木材青壮年団体連合会加盟の木材店まで 

  （３）審  査 

    ア）基準 

       各学年としての発想に留意して、以下の各項を充たすもの。 

       また、小学校低学年(1～4 年）、小学校高学年(5～6 年)、中学校、盲・ろう・養護学

校の以上４部門に分けて審査を行なう。 

        ■子供の頭で考え、子供の手で作ったもの。 

        ■木の持味を生かし独創性に優れていること。 

        ■機能、デザインが優秀であること。 

        ■工作技術が優秀であること。 

    イ）審査会（予定） 

       日時／令和元年 10月 11日（金） 又は 10月 18日（金） 

       場所／松本市 

    ウ）審査員（予定） 

       長野県 

       長野県教育委員会 

       中部森林管理局 

       (公財)長野県緑の基金 

       長野県県産材振興対策協議会 

       長野県木材協同組合連合会及び主催者側から数名選任 

    エ）賞（予定） 

      ■最優秀賞（長野県知事賞） ・・・・・・・・・・ 全作品の中から 3点～4点 

      ■長野県教育委員会賞 ・・・・・・・・・・・・・     〃  1点 

      ■中部森林管理局 局長賞 ・・・・・・・・・・・     〃 

      ■(公財)長野県緑の基金 理事長賞 ・・・・・・・     〃 

      ■長野県県産材振興対策協議会 会長賞 ・・・・・     〃 

      ■長野県木材協同組合連合会 理事長賞 ・・・・・     〃 

      ■長野県木材青壮年団体連合会 会長賞 ・・・・・     〃 

      ■優秀賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     〃  10点 

      ■佳 作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     〃   （約 500点） 

      ■努力賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上記賞以外の応募作品全員 

    オ）発表 

      木青連担当者から各学校を通じて受賞者の児童生徒の皆さんにお知らせする。 

  （４）表彰式（予定） 

      日時／令和元年 11月 2日（土） 又は 11月 9日（土） 

      場所／（予定）松本市 又は 上田市 

  （５）作品展示（予定） 

      長野県林務部並びに松本地方事務所林務課様のご協力のもと、長野県庁及び松本合同庁

舎１階ロビーにおいて、審査会後、約１～２週間優秀賞に選ばれた作品の展示を行なう。 

      また、各地区においても出来るだけ展示をする。 

      ■松本合同庁舎 ロビー展示／令和元年  月  日（ ）～  月  日（ ） 

      ■長野県庁 ロビー展示  ／令和元年 10月 28日（月）～ 11月 1日（金） 

- 72 -



別 紙  

 
 

事 業 日 程 （案） 

 
 

年  月  日 場 所 内   容 

令和元年 ６月中旬 県下全域 各関係機関へ共催・後援依頼書送付 

令和元年 ６月下旬 県下全域 長野県下の全学校長宛に案内送付 

            ～ ８月末 県下全域 
木工作品製作(学校又は夏休み期間中) 

各材料の提供配布は地元会員が手配 

     ９月２０日(金) 県下全域 作品応募締め切り（作品の回収） 

①案   ９月２１日（土）～１０月 ７日（月） 

②案   ９月２１日（土）～１０月１１日（金） 
県下全域 

各地区審査会を実施 

作品の集計表とりまとめ 

県木青連事務局へ提出 

①案          ～１０月１０日（木） 

②案          ～１０月１７日（木） 
県下全域 県本部 作品の集計とりまとめ 

①案  １０月１１日（金） 

②案  １０月１８日（金） 
松 本 市 長野県 審査会 

      月  日～   日 松 本 市 
最優秀賞（県知事賞)等展示 

松本合同庁舎１Ｆロビー 

    １０月２８日（月）～１１月 １日（金） 長 野 市 
最優秀賞（県知事賞)等展示 

長野県庁１Ｆロビー 

①案  １１月 ２日（土） 

②案  １１月 ９日（土） 

松 本 市 

上 田 市 
表彰式 

令和２年 １月 一次審査（予定） 

     ２月 二次審査（予定） 
全  国 

全国審査会に長野県最優秀賞の作品を 

出展 

令和２年 ６月（予定） 全  国 全国表彰式 
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             趣 意 書 

 

第 44 回全国児童・生徒木工工作コンクール 

テーマ 『時代を超えて木と共に～ＴｒｅｅＲｉｎｇｓ（年輪）～』 

 

 人類の長い歴史の中で、共に成長し深い関わりがある「木」。生活に必要な道具や雨風を

しのぐ住宅などその用途はさまざまです。昨今では、国規模の木材利用についてメディア 

などでも取り上げられ、「木」に対する人々の認識も変わってきています。そんな時代の変

化の中で未来を担う子供たちに「木」の利用について広くつたえることで、TreeRings（年

輪）を重ねていくように理解を深めて頂きたいと思います。 

 

 工作を課題にした時、「木」に代わるたくさんの素材が存在し色や加工のバリエーション

等には瞠目するばかりです。そこで、本年度の全国児童・生徒木工工作コンクールでは、安

全性、自然のぬくもりなど、当コンクールを通じ、感受性や創造性に富んだ社会人に成長し

てくれること、そして将来温もりある社会を築いてくれることを願います。 

 

 参加する子供たちだけではなく、家族、学校関係者、行政、木材関係者はもとより、男女

問わず、子供から大人まで多くの人を巻き込んで「木」のぬくもりを伝える活動にしたいと

考えます。 

 

 

 

 

主催：日本木材青壮年団体連合会 

後援：（継続申請中）文部科学省・農林水産省・ＮＨＫ・全国造形教育連盟 

          全国木材組合連合会 

協賛：（継続申請中）株式会社ウッドワン 
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第 44 回全国児童・生徒木工工作コンクール実施要綱 

●実施日程 

  一次審査    ２０２０年 １月１９日（日）頃（予定） 

  最終審査    ２０２０年 ３月１日（日）頃（予定）   

  結果伝達    ２０２０年 ３月９日（月）頃（予定） 

  表彰式     ２０２０年 ６月１３日（土） 

          （※日本木材青壮年団体連合会 第６５回全国会員宮城大会にて） 

●審査委員    

  委員長     全国造形教育連盟 

  委員      教育行政関係者 

          林野行政関係者 

          日本放送協会（ＮＨＫ） 

          全国木材組合連合会 

          日本木材青壮年団体連合会 

          日本木青連 木育推進委員会  敬称略・順不同 

          ※その他 審査会実施地近郊の造形教育に係る方を若干名。 

●表彰 

応募作品は、小学生低学年 (１～４年 )、小学生高学年 (５ ,６年 )、中学生 (全         

学年)の３部門に分け、それぞれの優秀作品に対して下記の表彰を授与する(一部予定を含

む)。グループにて申し込みの作品についてはグループ名とする。 

・文部科学大臣賞          全部門で      １点 

・農林水産大臣賞          小学校低学年の部  １点 

・同                小学校高学年の部  １点 

・同                中学校の部     １点 

・林野庁長官賞           小学校低学年の部  １点 

・同                小学校高学年の部  １点 

・同                中学校の部     １点 

・ＮＨＫ会長賞           全部門で      １点 

・全国造形教育連盟 委員長賞     小学校低学年の部  １点 

・同                小学校高学年の部  １点 

・同                中学校の部     １点 

・全国木材組合連合会 会長賞     全部門で      １点 

・ウッドワン賞           小学校低学年の部  １点 

・同                小学校高学年の部  １点 

・同                中学校の部     １点 

・日本木材青壮年団体連合会 会長賞  全部門で      １点以上 

・日本木青連 木育推進委員長賞    全部門で      １点以上 

・SDGs 賞              全部門で      １点以上 
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●応募部門 

  第１部門    小学校低学年（１～４年の児童）の部 

  第２部門    小学校高学年（５，６年の児童）の部 

  第３部門    中学校（全生徒）の部 

  小・中学校の児童・生徒が在籍学校を通じて、個人またはグループでの応募とします。 

 

●応募期間 

  ２０１９年９月２日（予定）から２０１９年１２月９日（予定）まで 

 

●応募詳細 

  全国児童・生徒木工工作コンクールは、各都道府県によって応募方法が異なります。 

 

パターン① 木工工作コンクールを実施している都道府県の場合 

都道府県単位での応募となります。 

対象地域の木工工作コンクールでの優秀作品を、指定のエントリーシートにて応募しま

す。 

募集点数については、各都道府県ごとに各部門 2点ずつ総計 6 点とします。 

（対応は各都道府県の日本木材青壮年団体連合会会員が行ないます） 

 

パターン② 都道府県単位で木工工作コンクールを実施していない場合 

各団体・学校単位での応募となります。 

応募希望者が応募作品を、指定のエントリーシートにて各自応募します。 

 （対応は各団体・学校単位でお願い致します） 

      

エントリーシートは日本木材青壮年団体連合会公式 Web サイト内の木工工作コンクール特

設ページに用意いたします。各自でダウンロードして頂き、記入例に従って記入をお願い

いたします。 

 

●作品基準【重要】 

・木材を主材料として利用・加工した創作品であること 

・作品の大きさは縦・横・高さ・台を含めて６０cm を超えないものであること 

下記は残念ながら審査対象外になります。ご注意ください。 

 台を含め６０cm を超える作品 

 展開したり、広げて展示する作品で６０㎝を超える作品 

 

※第 42 回コンクール（2017 年度）から作品サイズが変更になっています。お間違えのな

いようご注意ください。 
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※作品基準【図解】 

 

 

※６０㎝を超えますと、    

失格となってしまいますので 

ご注意下さいます様、 

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他注意事項 

《注１》作品の間違いを防ぐため、作品写真を添付して下さい。 

※写真は必ず５面（前・後・左・右・上）撮影ください。 

《注２》作品の発送をする際は、必ず梱包をした上で発送して下さい。また、作品が輸

送で壊れないよう十分な緩衝剤（発泡系や新聞紙等）をお願いいたします。 

《注３》梱包は必ず１作品１梱包ずつ別々にお願いいたします。 

《注４》梱包済み作品を大型ケースに同梱した、コンテナ発送はご遠慮ください。 

《注５》輸送時に破損する事故が非常に多いです。私たちも細心の注意を払ってご返

送いたしておりますが、万が一破損した場合は大変恐縮ですが、ご容赦くだ

さいますようお願いいたします。特にグルーガン等を使用した場合、特性上

輸送時の衝撃で接着が剥がれやすいのでご注意ください。 

 

●審査方法 

  審査については、全部で３段階の審査があります。 

１． 各都道府県審査 

各都道府県で開催される木工工作コンクールにて審査を行います。 

審査方法については各都道府県によって異なります。 

２． 一次審査 

各都道府県よりエントリーされた作品に対して、審査委員会がエントリーシ

ートによる書類審査を行います。 

一次審査を通過した作品については後日各学校にご連絡いたしますので、現

物の提出をお願いいたします。送付先・時期については、当委員会より各会

団もしくは各団体・学校へ連絡致します。（１月中旬を予定しています） 

※送付費用については、応募される各団体・学校の負担といたします。 

６０㎝以下 

６０㎝以下 

６０㎝以下 
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３． 最終審査 

一次審査を通過した作品に対して、審査委員会が現物を確認し厳正に審査を

行います。 

 

●審査のポイント 

各学年としての発想に留意し、下記の各項を満たすもの 

 ○子ども自ら考え、 

１．アイディアに独創性があるか 

２．再現性・写実性に優れているか 

３．ファンタジーや夢があるか 

４．木の自然の良さ・持ち味を活かしているか 

５．デザイン・機能性が優れているか 

６．本年度のテーマに沿ったものか 

      

●個人情報の取り扱いについて 

・応募に際しご提供いただいた個人情報は、「全国児童・生徒木工工作コンクール」の業

務運営のみに使用させていただきます。 

・入選作品は、当団体広報誌、一般紙、Web サイト等で学校名、氏名、学年を含めて公開

する場合があります。 

 

●問い合わせ先 

○日本木材青壮年団体連合会    木育推進委員会     委員長  荒川 敦郎 

                            

〒979-0142 福島県いわき市勿来町酒井字北境１ 

                          株式会社荒川材木店 内 

                       H.T  080‐6005‐6147 

                       Mail  arakawa326@xqe.biglobe.ne.jp 

                       FAX  0246-65-7776  

                     ※基本メールか、FAX にてお願いいたします。 

 

○日本木材青壮年団体連合会事務局 

〒135-0041 東京都江東区冬木 6－14－102 

TEL ０３－５６２０－４８０６ FAX ０３－５６２０－４８０９ 

※こちらは受付のみとなります。ご返答は後日折り返しさせて頂きます。 

○各都道府県コンクール事務局 

コンクール実施については 2019 年 7 月中旬頃から 12 月上旬頃の間で、各都道府県にお

いて当会会員会団が主催で行われます。 

（詳細は日本木材青壮年団体連合会公式 Webサイト内の木工工作コンクール特設ページ

をご確認の上、コンクール実施県担当者一覧に記載されている各地域の担当者にお尋

ね下さい） 
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日本木材青壮年団体連合会 

会員各位 

 

     第 44 回全国児童・生徒木工工作コンクール参加のお願い 

 

 全国児童・木工工作コンクールの開催に、長きにわたり皆様のご理解・ご協力を頂き 

誠にありがとうございます。お陰様をもちまして本コンクールも 44回目を迎えることと 

なりました。 

 

 人類の長い歴史の中で、共に成長を深い関わりがある「木」。生活に必要な道具や雨風を

しのぐ住宅などその用途はさまざまです。昨今では、国規模の木材利用についてメディア 

などでも取り上げられ、「木」に対する人々の認識も変わってきています。そんな時代の変

化の中で未来を担う子供たちに「木」の利用について広くつたえることで、TreeRings（年

輪）を重ねていくように理解を深めて頂きたいと思います。 

 

 今年度のコンクールでは、『時代を越えて木と共に～ＴｒｅｅＲｉｎｇｓ（年輪）～』をテーマに「木」

の活用性・ぬくもり・そして新しい木材の可能性を表現した作品を募集してまいります。 

 

 当コンクールを通じ、感受性や創造性に富んだ社会人に成長してくれること、そして将

来温もりある社会を築いてくれることを願います。参加する子供たちだけでなく、家族、

学校関係者、行政、木材関係者はもとより、男女問わず、子供から大人まで多くの人を巻

き込んで「木」のぬくもりを伝える活動にしたいと考えます。 

 

 会員の皆様におかれましてはご多用とは存じますが、本年度も引き続き本コンクールへ

の御支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。また、例年参加されていない地区・

学校の方々に今後新たに参加していただけるよう御理解と御協力のほどをお願い申し上げ

ます。 

                        日本木材青壮年団体連合会 

                        

                         平成３１年度会長  亀山 武弘 

                              副会長  鈴木 謙司郎 

                         木育推進委員会 

                              委員長  荒川 敦郎 
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[第４号議案]

議案作成者

事 業 名 称 ：

担 当 副 会 長 ： 田村　紘一

事 業 主 体 ：

実施予定日時 ：

実施予定場所 ： 駒ヶ根ファームス（駒ヶ根市赤穂759-447）　　※小雨決行

対 象 者 ： 信州山の日イベント来場者
趣 旨 ・ 目 的 ：

木の良さを体感していただく。

事 業 内 容 ：

準備ｽｹｼﾞｭｰﾙ ： 出席人数等の確認　　※報告期限　7月12日（金）まで

■木青連
　・材料
　・木工工作道具（ノコギリ、カナヅチ、釘抜き、釘、紙ヤスリ、キリ、
　　木工用ボンド）
　・ブルーシート
　・コンパネ
　・掃除道具（ほうき、ゴミ袋等）
　・スタッフの昼食（お弁当等）
■山の日事務局
　・テント（山の日事務局で用意してもらうように交渉中）

実施ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ： ７月２８日　※詳細スケジュールはまだ決まってませんので、昨年を参照。
　　　　　　　８：４５　　　集合
　　　　　　　８：４５～９：３０　材料搬入・準備
　　　　　　１０：００～　　山の日オープン式典
　　　　　　１６：００～　　撤収　

予 算 ： 別紙の通り

担 当 者 ：
外 部 協 力 者 ： （株）共立プラニング　日野原氏
　［連絡先] ＴＥＬ026－２３８－８８７７　ＦＡＸ０２６－２３８－８８７０

添 付 資 料 ： 予算書

副会長　田村　紘一

　する。

・６０セット
・イス作り（イスキット）

県産材（杉）の椅子づくりを通して来場者に木材に触れて創る喜びを感じて

・長野県林務部が主催する「信州山の日イベント」の中の木工教室を開催

信州山の日2019　木工教室事業計画（案）

長野県木材青壮年団体連合会

令和元年　７月２８日(日）　10：00～16：00

信州山の日2019　木工教室

■会場レイアウト（未定）

★　事業計画書 副会長　田村　紘一
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[第４号議案]

収支予算書

大項目 予算額 摘要

事業費 106,000

収入合計 106,000

大項目 予算額 摘要

事業費 48,600 県産材（杉）810円(税込)×60ｾｯﾄ

9,720 162円(税込)×60ｾｯﾄ

5,000 運搬費（搬入・搬出）

備品、雑費等 40,000 テント・釘・ブルーシート等

印刷費 2,680

支出合計 106,000 (税込)

材料カット代

搬入費

中項目

信州山の日　収支予算（案）

【収入の部】

【支出の部】

中項目

ＰＲ事業費

材料費
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2019「信州 山の日」フェスタｉｎ駒ヶ根 

 

１ 開催目的：「信州 山の日」の周知と定着 
 
２ 開催日時：令和元年 ７月28日（日）10:00～16:00 
 
３ 開催場所：駒ヶ根ファームス（駒ヶ根市赤穂759-447） 
 
４ 主催：長野県 
 
５ 共催（予定）：駒ヶ根市、（一社）駒ヶ根観光協会 
 
６ 後援（予定）：林野庁中部森林管理局、環境省長野自然環境事務所、上伊那広域連合、（公財）長野

県緑の基金、長野県林業団体協議会、（一社）信州・長野県観光協会、長野県山岳遭難
防止対策協議会、信州生物多様性ネットきずな、全国山の日協議会、県内各メディア
関係等 

 
７ プログラム ※現在調整中 
 ○ 開会式 
  ・ 主催者あいさつ（知事） 
  ・ 歓迎あいさつ（駒ヶ根市長 杉本 幸治 様） 
  ・ 「信州 山の日」宣言（知事・中沢小学校みどりの少年団） 
 
 ○ 高原の癒しコンサート 
  ※出演者調整中 
 
 ○ 関連ブース等の出展 
  ・ ツリークライミング 

・ ポールｄｅアクティブウォーキング講習会  
・ スラックライン 

  ・ 地元グルメ、食材の販売  等 
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地図データ ©2019 200 m

〒399-4117 ⻑野県駒ヶ根市⾚穂北割⼀区７５９−４４７

Page 1 of 1〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂北割一区７５９−４４７ - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92399-4117+%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%...- 85 -



[第５号議案]

議案作成者副会長　田村　紘一

事 業 名 称 ：
担 当 副 会 長 ： 田村　紘一
事 業 主 体 ：
実施予定日時 ：

　　　　　　 28日（日）　10：00～16：00
実施予定場所 ： 長野市　ビックハット（若里多目的スポーツアリーナ）
対 象 者 ： 一般県民
趣 旨 ・ 目 的 ：

持ちながら「ものを作る喜び」を知ってもらうとともに、森林の役割や

事 業 内 容 ：

　開催する。
　今年度もイス作り等の木工作体験等行う。

※7/28（日）は、「信州山の日」木工教室と重なるので、
　7/28環境フェア→北信木青連、7/28信州山の日→東信木青連、松本材青会

準備ｽ ｹ ｼ ﾞ ｭ ｰ ﾙ ：
出席人数等の確認　　※報告期限　7月12日（金）まで

■木青連
・材料（イスキット材料）
・木工工作道具（ノコギリ、カナヅチ、釘、紙ヤスリ、キリ、ｲﾝﾊﾟｸﾄ
　　　　　　　　釘抜きなど）
・掃除道具（掃除機、ほうき、ゴミ袋等）

実施ﾌ ﾟ ﾛ ｸ ﾞ ﾗ ﾑ ：
※駐車場は、カネボウ跡地に駐車してください。

予 算 ： 別紙「予算書」のとおり

・出展料---免除
・材料費---県木青連負担
　※県補助事業の対象になるので、木青連予算（県PR事業費）の中で支出する。

・昼食代---環境フェア事務局にて用意してもらえる

担 当 者 ： 副会長　田村　紘一
外 部 協 力 者 ：
［連絡先]

添 付 資 料 ： 予算書
スケジュール
参加者人数確認表

TEL：026－238－8877　FAX：026－238－8870

体験と学びの環境博（信州環境フェア2019）[木工教室]

木育事業の一環として、子供たちが木に触れあい木を身近に感じ愛着を

　で対応していただけないか。

（株）共立プラニング　日野原氏

別紙「スケジュール」のとおり

別紙「スケジュール」のとおり

・昨年から名称を新たに「体験と学びの環境博」とし信州環境フェア実行委員会
　が主催する「体験と学びの環境博（信州環境フェア2019）」の中で木工教室を

・数量予定　イス作り　：1日 55セット×2日間　110セット（予備含む）
・イス作り木工作体験等

体験と学びの環境博（信州環境フェア2019）[木工教室]事業計画（案）

★　事業計画書

長野県木材青壮年団体連合会

木材の良さ及び利用方法等について学んでもらう。

令和元年　7月27日（土）　10：00～16：00
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月日 内　　容

16:00 ～ 搬入(材料等搬入)

9:30 ビッグハット集合

9:30 ～ 10:00 準備

10:00 ～ 一般来場開始

（開催中）

12:30～13:00　昼食

～ 16:00 終了・片付け

解散

9:30 ビッグハット集合

9:30 ～ 10:00 準備

10:00 ～ 一般来場開始

（開催中）

12:30～13:00　昼食

～ 16:00 終了

16:00 ～ 17:30 片付け・解散

[第５号議案]

時　間

7/26
（金）

7/27
（土）

7/28
（日）

体験と学びの環境博（信州環境フェア2019）[木工教室]事業計画（案）

■午後の部

第３回目　１３：３０～１４：３０ １３組

第４回目　１４：３０～１５：３０ １２組

開始時間 組数

■午前の部

第１回目　１０：３０～１１：３０ １５組

第２回目　１１：３０～１２：３０ １５組
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[第５号議案]

収支予算書

大項目 予算額

PR事業費 129,000

収入合計 129,000

大項目 予算額

事業費 89,100

17,820

運搬費 2,500

印刷費 5,000

雑費 14,580 消耗品等（釘・ボンド等）

支出合計 129,000

体験と学びの環境博（信州環境フェア2019）[木工教室]収支予算（案）

【収入の部】

中項目 摘要

県ＰＲ事業費

【支出の部】

中項目 摘要

材料費　椅子部材（すぎ） 110セット(55ｾｯﾄ×2日)×@810

材料加工費 イス：110セット×＠162

(税込)
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※ 報告期限　7月12日（金）までに事務局へ報告願います。

会団名　：

午前 午後 お弁当

7/27
（土）

7/28
（日）

体験と学びの環境博（信州環境フェア2019）[木工教室]　人数確認表

月　日 参加者　氏名
確認欄（○印をしてください）

備考

田村木材（株） 田村紘一 宛
ＦＡＸ：0267-68-5057

メール：tamuhiro@ab.auone-net.jp
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[第６号議案] 

役員選考委員会設置（案） 

 

事業計画書                         議案作成人 会長 田中 博文 

★役員選考委員会設置 

事 業 名 称 ：  役員選考委員会設置 

担 当 ： 会長 田中 博文 

事 業 主 体 ：  長野県木材青壮年団体連合会 

実施予定日時： 令和元年度 

実施予定場所： 適宜 

対 象 者 ： 長野県木材青壮年団体連合会 

会員３１名 

趣旨・目的：  長野県木材青壮年団体連合会会則に基づき、役員選考委員会を設置する。 

事 業 内 容 ：  令和２年度役員を選考する。 

委 員 長 ： 会長 田中 博文 

委 員 ： 澁澤直前会長・大藏代行副会長・宮崎副会長・田村副会長 

山崎会団長・松木会団長・小林会団長 

準備ｽｹｼﾞｭｰﾙ：  令和元年７月１２日（金）第２回定例理事会にて審議 

以降、選考委員会のスケジュールによる 

令和２年２月１５日第４回定例理事会にて次年度役員の選出 

実施ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：  理事会終了時に選考委員会を開催することを基本に随時開催 

担 当 者 ： 会長 田中 博文 

外部協力者：  

添 付 資 料 ： 
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［第７号議案］

令和元年7月12日（金）

ささや

長野県上田市中央２－１５－１２

ＴＥＬ 0268－22－0128

正副会長・事務局会議 １7：0０～１7：2０

理事会 １７：3０～１９：００

懇親会　 １９：３０～

第２回定例理事会開催(案）

日 時

場 所

スケジュール
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［会団事業・活動報告］ 

 
令和元年度 会団活動報告 

北信木青連 
会団長  山崎 泰雄 

 副会団長 宮澤 遥

          
4 月  11 日（木） 北信木青連会議          長野  林業センター 
4 月  18 日（木） 北信木青連会議          長野  林業センター 
4 月  19 日（金） 理事予定者会議            上田   ささや 
4 月  22 日（月） 北信木青連会議          長野  林業センター 
5 月  14 日（火） 北信木青連会議          長野  林業センター 

5 月  17 日（金） 北信木青連令和元年度総会     長野  メトロポリタン長野 
5 月  23 日（木） 北信木青連会議          長野  林業センター 
5 月   25 日（土） 第 60 回県会員北信大会             長野  ホテル国際２１ 
6 月   7 日（金） 第１回定例理事会         上田  ささや 
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［会団事業・活動報告］ 

 

令和元年度 東信木青連活動報告 

 

会団長  松木 達征 

副会団長  小林 寿徳 

 

 

 

 

4月19日 理事予定者会議            上田市 ささや  

4月28日 作業例会 （佐久支部）        佐久市 田村木材（株） 

5月 3日 佐久バルーンフェスティバル木工教室  佐久市 千曲川スポーツ交流広場  

5月 4日 佐久バルーンフェスティバル木工教室  佐久市 千曲川スポーツ交流広場  

5月17日 東信木青連定時総会          佐久市 かいせん問屋ごう 

5月25日 第60回県会員北信大会・定時総会    長野市 ホテル国際21 

6月 7日 正副会長・事務局会議・第1回理事会  上田市 ささや 
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［会団事業・活動報告］ 
  

令令和和元元年年度度松松本本材材青青会会活活動動報報告告  

  
会団長   小林 稔政 
副会団長  池田 剛 

 

 4 月  2 日（火）  臨時定例会                                 大蔵木工 
 4 月 16 日（火）  新旧役員引継ぎ会議                      大蔵木工 

4 月 19 日（金）  平成 31 年度理事予定者会議                    上田市 ささや 
4 月 24 日（水）  第 60 回 松本材青会定時総会                 ホテルモンターニュ 
5 月  9 日（木）  5 月定例会                                  百老亭 
5 月 23 日（木）  松筑木材協同組合 通常総会出席                 梅風閣 

 5 月 25 日（土）  第 60 回 県会員北信大会                 ホテル国際 21 
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